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県では、平成２８年に策定した「いしかわの食と農業・農村ビジョン」において、「農業の成長 

産業化（産業政策）」と「農村地域の活性化（地域政策）」を車の両輪として、農業・農村の振興に

向けて各種施策を進めてまいりました。 

また、令和５年に最上位計画である「石川県成長戦略」を策定し、農業産出額６００億円を目標

に掲げ、取組を加速させてまいりました。 

一方で、平成２８年の現行ビジョン策定当時から、農業者の急激な減少・高齢化や荒廃農地の

増加、さらには国内市場の縮小や異常気象への対応、カーボンニュートラルの潮流、物価高騰に

よる生産コストの増加、スマート農業技術の開発等のほか、国においても、令和７年４月に新たな

食料・農業・農村基本計画を策定するなど、本県農業を取り巻く環境が大きく変化しております。  

さらに、令和６年能登半島地震と奥能登豪雨により、農地・農業施設や畜舎等に甚大な被害が

発生したほか、農業者の減少や集落活動の停滞などの課題が前倒しで顕在化しています。 

こうした状況を踏まえ、「石川県成長戦略」の目標達成や「石川県創造的復興プラン」の着実な

実現を図るため、新たな「いしかわの食と農業・農村ビジョン」を策定しました。  

 

 

 

本ビジョンは、県の最上位計画である石川県成長戦略で掲げた目標の達成に向けて、農業・ 

農村の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進するためのアクションプランとしての役割

を果たすものとして策定しております。 

 

 

 

本ビジョンは、目標年度を石川県成長戦略に合わせ、令和１４年度（２０３２）までの７年間の  

計画期間としていますが、社会情勢やビジョンの進捗状況等を踏まえ、４年後の令和１２年度

（2030）を目途に中間評価を行い、必要に応じて見直します。 

 

 

 

柱及び柱に連なる施策の進捗管理のため、石川県成長戦略で設定した主要目標を      

本ビジョンの主要目標として掲げるとともに、ＫＰＩ（Key Performance Indicator：重要 

達成度指標）を設定します。 

主要目標及びＫＰＩの達成状況について、毎年ＰＤＣＡサイクルにより検証・改善を行い、石川

県成長戦略と併せて本ビジョンの進捗状況を管理・評価します。  

１ 策定の趣旨 

２ ビジョンの位置づけ 

３ 計画期間 

    第１章 基本的な考え方 

４ 主要目標とＫＰＩによる進捗管理 
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（１）担い手 

・ 石川県の基幹的農業従事者数は減少傾向であり、令和７年は５，８６３人と、10 年間で５割減

少しました。65 歳以上の高齢化率は７０～80％で推移し、令和７年は７６％となっています。 

・ 農業の法人数は増加傾向であり、令和７年は 3９9 経営体と、10 年間で約 1.２倍となってい

ます。 

・ 新規就農者は年間 120 人程度で推移しており、法人等就農がその過半を占めています。 

 

 

 

 

 

 

 

  

１ 現状 

【基幹的農業従事者数】 【農業の法人数の推移】 

出典：農林水産省「農林業センサス」 

※農事組合法人及び会社法人の合計  

【新規就農者の推移】 

出典：県農業経営戦略課  

 「石川県農業青少年等動向調査」 

    第２章 いしかわの食と農業・農村の現状 

出典：農林水産省「農林業センサス」 
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・ 農業経営体数は減少傾向であり、令和 7 年は６，３００経営体と 10 年で 5 割減少しました。 

・ 一方、10ha 以上の経営耕地規模の経営体数については増加傾向となっており、特に、

30ha 以上の経営体数は平成 27 年から令和 7 年の 10 年で約 1.5 倍に増加しています。 

・ １経営体当たりの経営面積は、平成 27 年から令和７年の 10 年で約 1.8 倍に増加していま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出典：農林水産省「農林業センサス」（※「耕地面積なし」の経営体数を除外して計算） 

【経営耕地規模別の経営体数の推移】 

【1経営体当たりの経営面積の推移】 

出典：農林水産省「農林業センサス」の数値をもとに計算 

拡大 
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（２）農地 

・ 石川県の令和６年の農用地区域内農地の面積（農用地面積）は３万７，１７１ha で減少傾向と

なっています。 

・ 令和６年の荒廃農地面積は７，１５８ha であり、近年増加傾向となっています。 

・ 平成 26 年から農地中間管理事業が始まり、担い手への農地集積が進み、令和６年度末の担

い手への農地集積面積は 25,9８４ha、農地集積率は 6５.８％まで増加しました。 （平成 2６

年:4５.6％） 

 

 

 

 

  

【農用地区域内農地の面積（農用地面積）】 【荒廃農地面積の推移】 

出典：農林水産省「農用地等の確保等に関する基本方針」の 

付属データ 
出典：農林水産省「遊休農地に関する措置の状況に関する調査」 

【担い手への農地集積面積、農地集積率の推移】 

出典：県農業経営戦略課調べ 

※令和５年度は「令和６年能登半島地震」の影響により調査未実施 
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（３）生産・流通動向 

・ 令和５年の農業産出額は 521 億円で、内訳は米が 50％、畜産が 22％、野菜が 17％を占

めています。 

・ 令和３年及び４年に農業産出額が減少したのは、米の作付面積の減少に加え、コロナ禍により

需要が減少し、主食用米の取引価格が低下したことが理由だと考えられます。 

・ 令和６年の農産物の輸出額は約 8,000 万円で、平成 27 年比で約６倍に増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  H27 

（千円） 

R6 

（千円） 

R6/H27 

（倍） 

米 6,913 35,403 5 

青果物 6,928 48,350 7 

合計 13,841 83,753 6 

【農業産出額】

出典：農林水産省「生産農業所得統計」 

【農産物の輸出額】 

出典：石川県貿易・海外投資活動実態調査 

     (委託先：ジェトロ金沢) 
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① 米 

・ 水稲の作付面積は減少傾向にあり、それに伴い、収穫量も同様に減少傾向となっています。 

・ うるち米の１等米比率は、近年 85％以上を継続してきましたが、令和５年産は記録的な高温

により品質が低下しました。これを踏まえ、高温対策を推進し、令和６年産の１等米比率は前年

に比べて向上しました。 

・ 米の相対取引価格は、全銘柄平均（全国）とほぼ同様に推移しており、令和６年産については、

平成 15 年産以来、20 年ぶりに２万円/60kg を超えました。国際的な原材料価格の上昇等

に伴い、令和３年産から米生産費が米の相対取引価格を上回っています。 

 

 

 

 

 

  

【水稲の作付面積と収穫量の推移】 

【米の相対取引価格及び米生産費の推移(60kg 当たり)】 

出典：農林水産省「米の相対取引価格」 

    北陸農政局「北陸農林水産統計年報」 

出典：農林水産省「作物統計」 

【１等米比率の推移(うるち米)】 

出典：農林水産省、北陸農政局 「米穀の農林水産物検査結果」 

    ※R7 年産は速報値（R7.12 末現在） 
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② 野菜 

・ 令和６年度の野菜の共販金額は 58 億 2,164 万円であり、うち上位はすいか(35％)、トマ

ト (12％)、かんしょ（8.4％）と続いています。 

・ 令和 6 年度の共販金額のトップは県内(46％)、次いで京阪神(31.4％)となっています。 

・ 共販量は減少傾向にあるものの、共販金額は近年横ばいで推移しています。 

 

 

 

  

【野菜共販金額の構成（R6）】 

出典：JA 全農いしかわ共販実績(菌茸類を含む) 出典：JA 全農いしかわ共販実績 

【出荷先野菜共販金額（R6）】 

【野菜の共販金額・共販量の推移】 

出典：県生産振興課調べ 

     ※共販数量には菌茸類を含む 
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③ 果実 

・ 令和６年度の果実共販金額は 10 億 3,616 万円であり、うち半分がなし(54.9％)、次いで

ぶどう(23.9％)となっています。ブランド化を進めている日本なし「加賀しずく」や大粒ぶど

う「ルビーロマン」の販売額が増加しています。 

・ 令和６年度の共販の金額のトップは県内(60.2％)、次いで京阪神(29.7％)となっていま

す。 

・ 共販量は減少傾向にあるものの、共販金額は横ばいで推移しています。 

 

 

 

 

 

 

  

【果実共販金額の構成（R6）】 

出典：JA 全農いしかわ共販実績 出典：JA 全農いしかわ共販実績 

【出荷先果実共販金額（R6）】 

【果実の共販金額・共販量の推移】 

出典：県生産振興課調べ 
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④ 花き 

・ 花き類の作付面積は近年 40ha 前後で推移しており、切り花が大部分を占めています。 

・ 産出額は 6.5 億円前後、出荷本数は 700 万本前後で推移しており、単価の上昇等により、 

令和５年の産出額は増加しています。    

 

 

 

 

 

 

  

【花き類の作付面積の推移】 

出典：県生産振興課「花き生産出荷実態調査」 

出典：農林水産省「北陸農林水産統計年報」 

    県生産振興課「花き生産出荷実態調査」 

【花き類の産出額及び出荷本数(露地・施設)の推移】 
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⑤ 畜産 

・ 乳用牛の飼養頭数及び農業産出額は近年減少傾向となっており、生産者戸数は 35 戸で、 

平成 28 年比 55％に減少しています。 

・ 肉用牛の飼養頭数及び農業産出額は能登牛の増頭により増加傾向となっており、生産者 戸

数は 62 戸で、平成 28 年比 71％に減少しています。 

・ 豚の飼育頭数及び農業産出額は減少傾向となっており、 生産者戸数は 10 戸で、平成 28

年比 56％に減少しています。 

・ 近年、採卵鶏の飼養羽数は増加傾向にありましたが、令和６年能登半島地震により、大規模 

生産者が被災した影響で、被災前の半数以下に減少しています。農業産出額は全国的な鳥イ

ンフルエンザの発生により、飼養羽数が減少したため、鶏卵の単価が上昇し増加傾向にありま

す。生産者戸数は６戸で平成 28 年比 30％に減少しています。 

 

 

  
【農業産出額の推移】 

＜乳用牛（生乳）＞ ＜肉用牛＞ ＜豚＞ ＜採卵鶏＞ 

出典：農林水産省「生産農業所得統計」 

【飼養頭数の推移】 

＜乳用牛＞ ＜肉用牛＞ 

＜豚＞ ＜採卵鶏＞ 

出典：農林水産省「畜産統計」、「牛乳乳製品統計」、「畜産物流通統計」（※豚・採卵鶏は R2 調査なし） 
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（４）農村の動向 

・ 集落の総戸数が９戸以下になると、農地や農業用排水路の保全等を含む集落活動の実施率

が急激に低下するとされています。 

・ 県内の総戸数が９戸以下の農業集落の割合は、中間農業地域及び山間農業地域で平地農業

地域よりも高く、直近 10 年でも増加傾向となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 「能登の里山里海」が、生物多様性が守られた伝統的な農林漁法や優れた里山景観、農耕にま

つわる文化・祭礼などが評価され、平成２３年に日本で初めて世界農業遺産に認定されまし

た。 

・ 「中山間地域等直接支払制度」を活用した、適切な管理に取り組んでいる農地の維持管理面

積は制度対象面積の９割をカバーできていますが、今後、過疎高齢化で困難になっていく可

能性があります。 

・ 令和８年３月末現在の農家民宿数の総数は 1２２軒となっています。令和６年能登半島地震の

発生後は受け入れ中止が相次ぎましたが、令和８年３月には約５割が再開しました。 

・ 宿泊者数はコロナ禍後に回復傾向となっていましたが、令和 6 年能登半島地震の発生後は

約５千人（工事・ボランティア関係者を除く）に留まっています。 

 

 

  
能登 金沢 加賀 合計 

111 ２ ９ 1２２ 

【集落活動の実施率と総戸数（全国）】 【総戸数が 9 戸以下の農業集落の割合（石川県）】 

2.9% 

増加 

出典：農林水産省「農林業センサス」 

【中山間地域等直接支払制度を活用して 

 管理に取り組む農地】 
【農家民宿数と宿泊者数】 

R5 中山間直接支払制度対象農地面積：5,771ha 

(1)農家民宿数（R８.3 末現在)  

(2)宿泊者数の推移  

4,889 
4,946 
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出典：県里山振興室調べ 

出典：県里山振興室調べ 

出典：農林水産省ホームページ「農村型地域運営組織（農村 RMO）の推進」 

（単位：軒） 
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（１）デジタル技術の進展 

・ 近年、通信環境の発展、新型コロナウイルス感染症への対応に伴い、社会のデジタル化が急速

に進展しています。（リモートワーク、オンライン会議、インターネットショッピング、電子決済

等） 

・ 令和３年、国は日本のデジタル社会実現の司令塔としてデジタル庁を創設しました。 

・ 農業分野においても、ロボットトラクター、農業用ドローン、経営・生産管理システム等の「スマ

ート農業技術」が開発されています。 

・ 令和６年、国はスマート農業技術の活用を推進し、農業の生産性の向上を図るため、「スマート

農業技術活用促進法」を施行しました。 

 

 

 

  

２ 取り巻く情勢・課題 

【スマート農業技術の例】 

ロボットトラクター 
・有人－無人協調システムにより、作業時間の短縮や 

 1 人で複数の作業を可能に 

ドローン 
・ドローンによるセンシング技術を用いて 

 生育状況やそのばらつきを把握し、 

 適肥やばらつき解消による収量増加が可能に 
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（２）環境負荷低減の推進 

・ 令和２年、国は、2050 年(R32 年)までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、カ

ーボンニュートラルを目指すことを宣言しました。世界でも 120 以上の国と地域が 2050

年カーボンニュートラルを目標として掲げています。 

・ 農業分野でもカーボンニュートラルの実現に向け、生産性の向上と環境負荷低減の両立を技

術革新により推進するため、令和４年に国は「みどりの食料システム法」を施行しました。 

・ 農業分野におけるＪ－クレジットの取組として、令和４年に「バイオ炭の農地施用」、令和５年に

「水稲栽培における中干し期間の延長」などの取組が新たに登録されました。 

・ 令和５年、県は市町と共同で「環境負荷低減事業活動の促進に関する基本計画」を策定し、こ

れまで推進してきた化学肥料・農薬を低減する環境保全型農業に加え、温室効果ガス削減や

生物多様性の取組も新たに推進しています。 

 

 

  

出典：県生産振興課調べ 

■有機農業 ■特別栽培 ■エコ農業 

出典： 

農林水産省「農林水産分野におけるカーボン・クレジットの拡大に向けて」（R7.12） 

【環境保全型農業の取組面積の推移】 

【日本の農林水産分野の温室効果ガス排出量】 
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（３）国際情勢(ウクライナ情勢、円安)による飼料・肥料の高騰 

・ ロシアによるウクライナ侵略を背景とした国際的な原材料価格の上昇に加え、円安の影響な

どから、エネルギー・食料品等の価格が上昇しています。 

・ 農業分野においても、原料の多くを輸入に頼り、原料価格や海上運賃、為替相場の影響を大

きく受ける配合飼料・化学肥料の価格が令和３年頃から上昇し、高止まりしています。 

・ 飼料費が畜産経営コストに占める割合は、牛で 40～60％、豚・鶏で 60～70％、肥料費が

農業経営コストに占める割合は５～１６％であり、価格高騰の影響は非常に大きくなっていま

す。 

 

  

出典：農林水産省「肥料をめぐる情勢」 

出典：農林水産省「飼料をめぐる情勢」 

【肥料原料の輸入通関価格の推移（千円/トン）】 

【配合飼料工場渡価格の推移（円/トン）】 
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（４）新幹線開業による県内旅行客の増加 

・ 本県の観光入り込み客数は、新型コロナ禍前の令和元年は 24,899 千人であり、北陸新幹

線金沢開業前の平成 26 年比で 115.2％と、開業前の水準を大きく上回りました。また、外

国人宿泊者数も 767 千人と、７年連続で過去最高でした。 

・ 令和２年以降は新型コロナ禍の影響を受けて大きく減少したものの、回復傾向にあります。 

   （令和６年実績・・・観光入り込み客数 18,862 千人、外国人宿泊者数 1,106 千人） 

・ 本県を訪れた観光客の旅行の目的は「食・味覚」が最も多く 75.5％（複数回答）となっていま

す。 

 

 

  

【外国人宿泊者数の推移】 【観光入り込み客数の推移】 

【旅行の目的（複数回答）】 

調査対象観光施設等を利用した日本人 

観光客 7,500 人に対する調査票を用いた 

聞き取り調査(R5.4～R6.3) 

出典：県文化観光スポーツ部「統計からみた石川県の観光」  
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（５）輸出の拡大 

・ 令和２年、国は日本で生産された農林水産物・食品の輸出の促進を図るため、「農林水産物及

び食品の輸出の促進に関する法律」を施行しました。 

・ 同年、「農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略」を定め、海外で評価される日本の強みがある

牛肉・米・日本酒等の輸出重点品目（現在 29 品目）を選定し、各品目でターゲット国・地域を

設定し、輸出を促進しました。 

・ 日本の農林水産物・食品の輸出額は右肩上がりで増加しており、令和３年には１兆円を突破す

るとともに、海外における日本食レストランも増加が続き、令和５年には約 18.7 万店まで拡

大しています。 

・ 本県の農林水産物・食品の令和６年輸出額は約 29 億円で、平成 27 年と比べて約 2.4 倍

に増加しています。 

 

 

 

  

【海外における日本食レストランの推移】 

【農林水産物・食品の輸出額の推移】 

出典：農林水産省「農林水産物・食品の輸出拡大等による『海外から稼ぐ力』の強化について」をもとに作成 

出典：農林水産省「農林水産物・食品の輸出拡大等による『海外から稼ぐ力』の強化について」をもとに作成 
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（６）トキの放鳥  

・ 県は本州最後のトキの生息地である能登でのトキ放鳥の実現に向け、令和４年から生息環境

整備（トキの餌場づくり）と社会環境整備（トキとの共生に向けた機運醸成）を推進していま

す。 

・「トキが舞う能登の実現」を能登復興のシンボルと位置づけ、能登の９市町、関係団体と一致結

束して放鳥準備を進めており、第１弾として、令和８年５月３１日に羽咋市で放鳥されました。

また、第２弾として、令和８年９月に中能登町で放鳥される予定です。 

・ 
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（１）災害の発生状況 

①令和６年能登半島地震の概要 

令和６年１月１日に、能登地方を震源とするマグニチュード 7.6 の地震が発生しました。この 

地震により、輪島市や志賀町で最大震度７を観測したほか、能登地方の広い範囲で震度６強や 

６弱の揺れを観測しました。  

  また、能登で大津波警報が発表され、金沢の観測点で 80cm の津波を観測したほか、能登町

や珠洲市で４ｍ以上の津波の浸水高を観測するなど、能登半島の広い地域で津波による浸水が

認められました。 

 

（１）発生時刻 令和６年１月１日（月）16 時 10 分頃  

（２）震源地 石川県能登地方（震源の深さ 約 16ｋｍ）  

（３）地震の規模 マグニチュード 7.6  

（４）県内の震度 

・震度７ ：志賀町、輪島市  

・震度６強：七尾市、珠洲市、穴水町、能登町  

・震度６弱：中能登町  

・震度５強：金沢市、小松市、加賀市、羽咋市、かほく市、能美市、宝達志水町  

・震度５弱：白山市、津幡町、内灘町  

・震度４ :野々市市、川北町 

 

②令和６年奥能登豪雨の概要 

令和６年９月２１日に、輪島市、珠洲市、能登町で大雨特別警報が発表され、線状降水帯が  

発生しました。９月２１日の輪島市の１日当たり降水量は 361.5 ㎜、１時間当たり最大降水量は

121.0 ㎜を観測し、金沢市ではそれぞれ 22.0 ㎜、17.5 ㎜であり、奥能登地域で局地的な豪雨

が観測されました。今回の豪雨災害は、地震からの復旧・復興のさなかで発生したものであり、

未曽有の複合災害となりました。 

 

（１）発生時刻 令和６年９月２１日（土） 

（２）大雨特別警報 輪島市、珠洲市、能登町  

（３）９月２１日の降水量 

・輪島市 361.5 ㎜/日 （最大 121.0 ㎜/h）  

・珠洲市 272.0 ㎜/日 （最大 84.5 ㎜/h） 

・能登町 アメダス観測所が無いためデータなし 

・金沢市 22.0 ㎜/日 （最大 17.5 ㎜/h） 

 

３ 自然災害の発生と対応 
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（2）農業関係の被害状況 

能登では令和６年能登半島地震・奥能登豪雨により、広範囲にわたり農地や農業用施設に  

甚大な被害が発生しました。 

 

① 地震による被害 

地震では、農地の亀裂や沈下が３,６２１件、農道・水路・ため池の亀裂や法面の崩壊など農業用

施設被害が 6,901 件、合わせて１０,５２２件の被害が発生しました。また、農業機械や畜舎の 

損壊等の被害も確認され、農業関係の被害額は約 1,160 億円となりました。 

 

【地震による被害の概要】  

 

 

【被害の様子】 

  

ため池の堤防崩壊（宝達志水町） 白米千枚田の亀裂・法面崩壊（輪島市） 

区分 概要

農地 亀裂、法面崩壊、沈下、土砂埋没 等

農業用施設 農道崩落、水路破損、ため池崩壊、揚水機破損、頭首工破損 等

海岸 護岸倒伏、損壊、沈下

地すべり 亀裂、斜面崩壊

農業機械・農家施設 トラクタ・コンバイン損壊、納屋損壊、乾燥調製施設損壊 等

農作物 鉢倒れ、液状化による埋没 等

畜産施設 畜舎損壊、飼槽倒壊 等

共同利用施設
(ライスセンター等）

育苗センター・ライスセンター・集出荷場損壊 等

卸売市場 舗装沈下、水利施設破損 等

死亡家畜 畜舎倒壊・断水・停電による家畜死亡（牛・鶏） 等

卵・牛乳の廃棄 道路寸断による集荷不可のため卵・牛乳の廃棄
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畜舎の倒壊（能登町） 農業機械・納屋損壊（輪島市） 

 

②豪雨による被害 

豪雨では、農地への土砂・流木の堆積や法面の崩壊が１,６３１件、ため池の崩壊、農道・水路へ

の土砂の堆積など農業用施設被害が 1,630 件、合わせて３,２６１件の被害があり、農業関係の

被害額は約３３５億円となりました。地震からの復旧途上にあったところ、収穫期に豪雨による

水害が発生し、極めて異例の複合災害となりました。 

 

【豪雨による被害の概要】  

 

 

【被害の様子】 

  

農地への土砂流入（珠洲市） 水路埋塞（輪島市） 

 

  

区分 概要

農地 法面崩壊、土砂流入 等

農業用施設 農道法面崩壊、水路破損、ため池決壊、揚水機故障、頭首工破損 等

地すべり 土砂流出、斜面崩壊

農業機械・ 農家施設 乾燥調製施設損壊、納屋損壊、トラクタ損壊 等

農作物 冠水、土砂・流木等の堆積 等

共同利用施設 鳥獣害防止柵の損壊

生乳廃棄 集荷不可による生乳廃棄
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（３）発生後の対応 

地震発生後は、農業者の安否確認や農地・農業用施設の点検・被害調査を行うとともに、農業

者からの相談を受け付ける相談窓口を県内各所に設置し、関係機関と連携しながら農地・農業

用施設の応急復旧や生業の再建に向けた取組（農業用機械・施設の修繕・再取得支援、能登農林

水産業ボランティア・農業専門人材の派遣など）を進めました。 

豪雨による二重被災も受けるなど、特に被害が顕著であった奥能登においては、令和６年１１

月、被災農業者のワンストップ支援組織として、県、ＪＡ、市町、国で構成する「奥能登営農復旧・

復興センター」を設置し、復旧・復興に向けた取組の加速化を図りました。相談窓口で行っていた

各種支援制度の申請支援や融資などの相談対応に加え、農地等の復旧見通しの提示や営農  

再開・継続に向けた支援を実施しています。 

また、令和７年１２月６日、今後の奥能登地域の農業の復旧・復興に向けて、農業者や市町、  

ＪＡなどの関係者が一堂に会する「奥能登営農復旧・復興フォーラム」を開催し、次年度に向けた

営農意欲の喚起を図りました。 

   

  
窓口での相談対応 ボランティアによる水路の泥上げ 

  

地域別説明会 奥能登営農復旧・復興フォーラム 
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（４）復旧状況 

震災前の令和５年の奥能登の水稲作付面積は 2,800ha でした。震災で大きな被害を受けた

ものの、農業者の懸命な努力に加え、農地の復旧等により、令和６年は 2,100ha（うち水稲 

１，８００ｈａ）で営農を再開できました。 

令和６年９月の豪雨により、さらに農地に甚大な被害が発生しました。豪雨災害後、奥能登 

営農復旧・復興センターによる伴走支援等により、令和７年は令和６年とほぼ同等の２，０００ｈａ

（うち水稲１，９００ｈａ）で営農を再開することができました。 

その後、さらに復旧が進み、令和８年は水稲２,１00ha、麦やソバなどの地力増進作物等を含

めた営農再開面積は令和５年の約８割にあたる 2,２00ha の見込みです。 

約 ６00ha の不作付けの農地のうち、約５割の ３00ha は農地や水路等の破損などの生産 

基盤が原因で、約５割の 3００ha は農業者の避難や、生産意欲の減退等の人的な原因によるも

のです。生産基盤が原因の３００ｈａのうち１５０ｈａについては、令和８年度に測量設計・復旧  

工事を行い、令和９年からの営農再開を目指します。残りの 150ha については、原形をとどめ

ていない農地など被害が大きく、令和９年から順次工事に着手し、令和 10 年以降の営農再開を

目指します。 

今後、農地や水路等の復旧を進めるとともに、これからの地域農業の担い手や農地利用など

について集落での話し合いを促進することにより、一日も早い復旧・復興を図っていく必要があ

ります。 

 

 

  

集落における農地利用に向けた話し合い 農作業を受託する農業者との仲介 
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多様な力で稼ぎ、輝き、未来につなげる農業・農村づくり 

多様な人材が誇りとやりがいをもって農業分野で活躍できる環境を整え、収益性の高い魅力

ある農業と農村コミュニティの活性化を通じて、将来にわたって持続可能で活力ある農業・農村

の実現を目指します。 

 

 

 

 

基本目標の実現に向け、農業に関わる人の確保や所得の向上、農村の維持・発展に一体的に

取り組むとともに、地震や豪雨により甚大な被害を受けた能登の復旧・復興に果敢に取り組む

必要があるため、以下の４つの柱を設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 基本目標 

    第３章 目指す姿と方向性 

２ 基本目標実現のための４つの柱 

人材の確保・育成 

      農業という産業を支える重要な「人」の視点  
柱１ 

農業所得の向上 

      生業として持続・発展するための「経営」の視点  
柱２ 

農村の持続的発展 

      農業生産の土台となる｢地域｣の視点   
柱３ 

能登の創造的復興 

      大災害からの「復旧・復興」の視点  
柱４ 
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○担い手と農地の目標 

・関係者が一丸となってビジョンの実現に取り組むため、農業生産の主要な要素である「人」

「農地」及び 「作目別農業生産額」について、目標を設定します。 

・「人」については、主の仕事が自営農業である「基幹的農業従事者数」、経営が継続しやすい

「農業法人数」に加え、本県は土地利用型作物である水稲の割合が多く、大規模化による低

コストが可能なため、「50ha 以上の経営体数」 を目標として設定します。 

・これまでのトレンドが今後も継続するとした場合の「すう勢値（施策を行わなかった場合の 

推計値）」を基準として、施策の推進により、一定の減少の抑止または増加の上積みを図り 

ます。 

 
※農地面積は「農用地区域内の農地面積」であり、R7 の欄は R6 の値である 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

すう勢 目標

基幹的農業従事者数 人 14,382 11,794 9,756 5,863 3,100 3,500

農業法人数 法人 228 321 379 399 410 430

経営体 19 30 52 59 80 100

農地面積 ha 38,410 38,593 38,399 37,171 36,100 36,500

R7

(2025)
項　　目 単位

H22

(2010)

H27

(2015)

R2

(2020)

R14

(2032)

経営耕地面積が50ha以上の

経営体数

３ 農業生産構造の目標 
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○農畜産物生産（作目別）に係る目標 

 

農業産出額は、近年５００億円前後で推移していますが、生産者の確保や生産性の向上、ブラ

ンド化や輸出等の販路拡大により付加価値化を図り、６００億円の達成を目指すこととしてお

り、実現に向け、作目別の目標を以下のとおり設定します。 

 

 ・米は、需要の減少に伴い主食用米の面積は減少するものの、輸出用米など非主食用米の生産

拡大により一定の作付面積を維持するとともに、ひゃくまん穀の生産拡大による品質向上や

環境保全型農業の取組拡大による高付加価値化を通じて販売単価の向上を図ります。 

 

 ・野菜は、主力のすいか、トマトで新規生産者を確保するとともに、ブロッコリーは業務用への

販路拡大、かぼちゃは省力化栽培体系の推進により生産拡大を図ります。 

 

 ・果樹は、ぶどう、なしを中心に販売単価の高いブランド品目（ルビーロマンや加賀しずく）の 

作付を推進します。 

 

 ・畜産は、既存の畜産農家の規模拡大により能登牛の出荷頭数を増やします。 

 

※1 R6 生産量（5,037t）を踏まえ目標を設定 

※2 畜産の作付面積欄は、乳用牛・肉用牛・豚は頭数、鶏卵鶏は千羽数を単位とし、それらを合計した飼養頭羽数の値 
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    第４章 施策体系 

(2) 円滑な経営の継承 
 ① 経営者の計画的な経営継承の推進 
 ② 園芸産地や集落営農組織の継承の推進 

③ 水田における園芸作物等の作付推進 
④ 高温対策など農畜産物の収益性の向上 

⑤ スマート農業の普及拡大による経営改善 
⑥ 家畜伝染病の防疫体制の強化 
⑦ 耕畜連携など循環型農業の推進  

(3) 環境負荷低減と生産性向上の両立 
 ① 化学肥料・農薬低減や温室効果ガス 

の排出削減に向けた技術の開発・普及 
 ② 消費者への理解促進等による需要拡大 

農村の持続的発展  柱３ 

(1) 農村コミュニティの維持･強化 
① 地域を支える人材の育成 
② 農泊施設の生業支援やボランティア 

参加促進等による関係人口の創出･拡大 
③ 集落組織の広域化等による共同管理 

体制の維持 

(2) 里山里海地域の振興 
① 地域資源の活用等による生業づくり 
② 世界農業遺産「能登の里山里海」の認定

効果の最大化 
 ③ 鳥獣被害の防止とジビエの利活用 
 
(3) 防災・減災に向けた農村の強靭化 
 ① 農業水利施設の機能強化 
 ② 農業水利施設の適切な保全管理 

農業所得の向上 柱２ 

(1) 農畜産物の高付加価値化や販路拡大に 
よる需要の創造 

①  百万石の極みをけん引役とした県産農畜 
産物のブランド力の強化 

② 農業者によるブランディングの取組促進 
③ 輸出を含めた新たな販路開拓 
④ 農業者と消費者の相互理解促進 

 
(2) 新たな需要に応える農畜産物の 

生産拡大 
① 農地の集積･集約や農地整備による生産 

基盤の強化 
② 米の超低コスト技術の確立・普及 

 

③ 高温対策など農畜産物の収益性の向上 
④ スマート農業の普及拡大による経営改善 

⑤ 家畜伝染病の防疫体制の強化 
⑥ 耕畜連携など循環型農業の推進 

 
(3) 環境負荷低減と生産性向上の両立 
① 化学肥料・農薬の使用量削減や温室効果 

ガスの排出削減に向けた技術の開発・普及 
② 消費者への理解促進等による需要拡大 

人材の確保・育成 柱１ 

(1) 多様な農業人材の確保・育成 
① 新規農業者等の確保・育成 
② 農業経営を支える多様な雇用労働力の 

確保 
③ 中山間地域等におけるスマート農業を 

活用した労力補完 

(2) 円滑な経営の継承 
① 経営者の計画的な経営継承の推進 
② 園芸産地や集落営農組織の継承の推進 

能登の創造的復興 柱４ 

(1) 営農基盤の早期復旧 
 ① 復旧・復興施策の推進体制の整備 
 ② 農地・農業用施設等の復旧・強靭化 
 ③ 農業用機械・施設・畜舎等の再整備  
(2) 生業や農村の再興 
 ① 多様な人材の確保 
 ② 生業の再建 
 ③ 農村コミュニティの再生 
 
 

(3) 創造的復興に向けた地域主体の 
「能登モデル」の創出 

 ① トキ放鳥を契機とした米のブランド化 
 ② 地域ぐるみで取り組む循環型農業による 

農畜産物の高付加価値化 
 ③ スマート農業の一体的な推進に向けた 

奥能登拠点整備 
 ④ 奥能登における水稲農家等への果樹導入

推進 
 ⑤ 農泊施設を核としたスローツーリズムの 

取組強化による「能登の里山里海」の 
賑わいの創出 
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（１）多様な農業人材の確保・育成 

■ 現状と課題 

・本県の基幹的農業従事者数は直近 10年で約５割減少し 65歳以上の高齢化率は 76％と高

く、人材確保が最重要課題となっています。 
 
・新規就農者数は年間 120人程度で推移しているものの、離農者分を確保できておらず、こ

れまで以上に多様なルートから多様な人材を確保・育成することが必要です。 
 
・本県の農業法人数は 399法人・社と増加傾向で推移しているものの、経営規模が拡大して

いる農業法人では人材不足が深刻化しており、新卒・外国人材・障害者・退職者等の多様

な雇用労働力の確保が必要です。 
 
・女性が農業経営に関する決定権を持つ経営体は少なく、女性農業者が能力を最大限に発揮

し、活躍できる環境整備が必要です。 
 
・中山間地域では小区画・不整形なほ場が多く、平場と比べて畦畔管理やほ場作業に要する

ことや、高齢農家の離農による担い手不足が課題となっており、省力化・効率化により人

手不足を補うため、スマート農業技術を活用できる人材の育成､技術導入の促進､環境整備

が不可欠です。 
 
・外部からの企業参入を促進することが必要です。 

■ 取組内容 

 ① 新規就農者等の確保・育成 

 ▶ ワンストップ相談窓口の設置、就農相談会やインターンシップの実施 

     いしかわ農業総合支援機構（ＩＮＡＴＯ）に設置した「就農に関するワンストップ相

談窓口」で相談対応するとともに、県内外での就農相談会やインターンシップ研修や法

人見学会等を通年で実施し、就農希望者の確保と就農に向けた体系的なサポートを行い

ます。 
 

  ▶ 「いしかわ耕稼塾」による多様な人材の確保・育成、定着の促進 

    就農希望者の就農目標に応じた研修コース（予科・本科・専科）や、農業法人等に就

業した就農者を対象とした研修コース（実践科）など、各種コースを開講し、農業経営

に必要な基礎技術や知識の習得から模擬経営の実践まで、きめ細かな研修を実施しま

す。 

柱   人材の確保・育成 

＜施策の方向性＞ 
○ 農業者の急激な減少・高齢化が進む中、多様なルートから多様な人材を確保し育成しま 

す。 
○ 農業者の持続的発展や産地維持に向けた円滑な経営継承を促し、離農を防ぎます。 

○ 離農者を新規就農者で補うことは難しく、スマート農業技術の活用等により省力化を図

り、減少する農業者の労働力を補完していく必要があります。 

柱１ 

（１）多様な農業人材の確保・育成 
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  ▶ 就農希望者と受入経営体とのマッチング 

     就農希望者のニーズや適性に応じて、受入可能な農業法人や先進農家等の経営体との

マッチングを実施します。研修受入や雇用就農での技術指導等を通じて、就農希望者が

円滑に就農できる体制を整備し、県内での新規就農と定着を促進します。 
 

  ▶ いしかわ就職・定住総合サポートセンター(ＩＬＡＣ)と連携した移住就農の促進 

     「就農に関するワンストップ相談窓口」であるいしかわ農業総合支援機構(ＩＮＡＴ

Ｏ)と、いしかわ就職・定住総合サポートセンター（ＩＬＡＣ）が連携し、県外からの

移住希望者に対し生活面も含めた総合的なサポートを行い、県外からの移住就農を促進

します。 
 

  ▶ 地域の農業法人や次世代を担う中小規模農家による規模拡大推進、外部からの企業参入 

の促進 

いしかわ里山みらいファンド（旧：いしかわ農業参入支援ファンド）を活用し、大規

模法人に加え規模拡大に意欲的な中小規模農家による離農者の農地の引き受けを支援す

るとともに、担い手不在地域への企業や農業法人の参入を促進することで、荒廃農地の

発生防止と農地の有効活用を図ります。 
 

  ▶ 女性の農業経営へのさらなる参画を促進 

     女性農業者の経営参画を促進するため、各種研修を受講しやすい環境づくり、女性農

業者のネットワーク構築支援、家族経営協定の締結促進等を通じて、女性が活躍できる

環境を整備し、多様な視点を活かした農業経営の発展を図ります。 

 

 

 

 

「いしかわ農業総合支援機構」の取組 

公益財団法人いしかわ農業総合支援機構（INATO）は、農業に関するワンストップの総合相談

窓口として、農地の確保・斡旋から人材育成、経営支援まで一貫したサポートを行う全国で唯一

の機関です。 

その中核的な取組である「いしかわ耕稼塾」では、新規就農者への実践的なトレーニングをは

じめ、農業経営者が経営感覚を磨く研修やスマート農業技術の活用研修など、様々なカリキュラ

ムを行い、就農前から経営の高度化まで幅広く対応しています。 

ハウス内での栽培実習 
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 ② 農業経営を支える多様な雇用労働力の確保 

  ▶ 新卒・外国人材・障害者・退職者等の多様な人材の活用 

     農業法人等における雇用労働力を確保するため、新卒者の就農促進、外国人材の受入

支援、障害者等の福祉人材の農業参入、定年退職者等のシニア人材、副業人材の活用な

ど、多様なルートからの就農者確保へアプローチし、農業経営を支える労働力の確保を

推進します。 
 

  ▶ 雇用の確保・定着に向けたマネジメント力向上 

     従業員が安心して働ける環境を整えるため、農業法人等の経営者を対象に適切な労務

管理を学ぶ研修（人材の採用手法、労務管理、人事評価制度の構築、働きやすい職場環

境づくり等のマネジメントなど）を実施し、経営者の人材マネジメント力を向上させる

ことで、雇用労働力の確保と定着を促進します。 
 

  ▶ カイゼン手法の活用や農業生産工程管理(GAP)の実践による農作業安全の確保 

     農業経営体における農作業事故を防止するため、作業工程の見直しや効率化を図るカ

イゼン手法の導入や、農業生産工程管理（ＧＡＰ）の実践を通じて、安全な作業環境の

整備と労働安全対策の徹底を推進します。 
 

  ▶ 民間のマッチングサービス等の活用によるスポットワーク人材の確保 

     農繁期や収穫期等の短期的な労働力需要に対応するため、民間のマッチングサービス

を活用し、必要な時に必要な人材を確保できる仕組みを構築することで、農業経営体に

おける機動的な労働力確保を推進します。また、繁忙期が異なる園芸産地等の連携によ

り、雇用を流動化させる仕組みを検討し、園芸産地における労働力確保を推進します。 

 

 

 

 

農山漁村における男女がともに支えあい活躍できる環境づくりに向けて 

 県の「いしかわ男女共同参画プラン」の下、農業分野においても「女性農業委員の割合」や「認定農

業者（女性）の割合」、「家族経営協定の締結割合」の向上を目標に男女共同参画を進めています。 

しかしながら、農山漁村において、女性も担い手で 

あるとともに地域社会の活性化に大きく貢献している 

にもかかわらず、経営の方針決定等に参画していない 

ことが多いことが課題です。 

家庭や地域社会での意識改革をはじめ、女性の経営 

管理能力の向上を図りながら、経営や地域社会等の 

様々な方針決定の場に、女性が参画しやすい環境 

づくりを進めていきます。  

 

※これまで、県全体の「いしかわ男女共同参画プラン」 

を踏まえ、「男女共同参画 i＆i プラン」を策定し、 

農業分野の男女共同参画を進めてきましたが、 

本ビジョンは「男女共同参画 i&i プラン」を兼ねるもので 

あり、今後はこれに基づき、各種施策を展開していきます。 

 

いしかわ男女共同参画プラン 2026 における
農業分野の実績と目標 

 
R6 

(実績) 

R14 

(目標) 

女性農業委員の割合 15.5% 20% 

認定農業者数に占める

女性の割合 
4.9% 6.0% 

主業経営体に対する家

族経営協定の締結割合 
32% 50% 
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 ③ 中山間地域等におけるスマート農業を活用した労力補完 

  ▶ スマート農業技術を活用する人材の育成、導入促進、環境整備の推進 

     スマート農業技術のワンストップ窓口である「いしかわスマートアグリプラットフォ

ーム」を通じて、経営課題を持つ農業者とスマート農業技術を持つ企業・大学とのマッ

チング、スマート農業技術を活用できる人材の育成、スマート農業機械の導入効果を最

大限に発揮できる環境（ほ場）整備など、スマート農業技術の普及を総合的に推進しま

す。 
 

  ▶ 中山間地域に対応したスマート農業技術の実証・普及 

     区画の小さなほ場や急な法面等の中山間地域特有の条件に対応したスマート農業技術

について、県内外から、スタートアップも含む企業や研究機関を呼び込み、実証試験の

結果や導入コスト等を検証した上で、地域の農業者や農業組織へ普及推進し、人手不足

の解消と生産性向上を図ります。 
    
 

 

新たな「育成就労制度」の概要 

本県の農業経営体においても外国人材の雇用は進んでおり、令和 6 年度には約 150 名の外国

人が技能実習と特定技能の２つの制度で雇用されていますが、技能実習においては、令和 9 年 4

月に「育成就労制度」という新たな制度に変わります。 

新制度では、我が国の人材不足分野における人材の育成・確保を目的としており、育成就労（3

年）→特定技能１号（５年）→特定技能２号（上限なし）という明確なキャリアパスが設計されていま

す。これまでの技能実習制度では、実習終了後は帰国が前提であったが、新制度では永住許可の申

請も可能となり、雇用する側は長期にわたって雇用を確保することが可能となります。 

0

100

200

H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

外国人労働者数 事業所数

雇用される外国人労働者数と外国人を雇用する農業経営体数 

中山間地域でのスマート農業技術の導入例 

 

ドローン防除 傾斜のある畦畔でのリモコン草刈り機実証 
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（２）円滑な経営の継承 

■ 現状と課題 

・農業経営を維持していくためには、農地や機械・施設のみならず、技術・ノウハウ等を次

世代の経営者に引き継ぐ必要があるものの、話合いに時間を要することから、計画的に経

営継承を進めることが必要です。 
 
・農業者自身が早い段階から経営継承に向けた計画を立て、誰にどのような方式で農業を任

せていくのかを考える仕組みや研修が必要です。 
 
・家族経営が多い園芸産地では、後継者不在により離農が進み、産地が縮小しているため、

産地の維持・拡大にむけて産地ぐるみで第三者に継承する仕組みづくりが求められていま

す。 
 
・2006 年以降、国の品目横断的経営安定対策を契機に、集落営農組織が増加したものの、

その後、経営者や組織の構成員の世代交代等は進まず、経営存続が危惧されるため、各地

域の状況に応じた経営継承の取組が必要です。 
 

 

「いしかわ里山みらいファンド」の創設 

これまで、県内の金融機関に出資いただき、「いしかわ農業参入支援ファンド」により、県

外からの企業参入や県内大規模農業法人の規模拡大に対し支援を行い、また、「いしかわ里

山振興ファンド」により、地域資源を活かした商品開発など農村集落の生業づくりに対し支

援を行ってきました。 

しかしながら、大規模農家の規模拡大に限界感があることに加え、農村集落の人口減少・

高齢化により、農業を支える集落での草刈りや水路維持等の共同活動が困難になっており、

特に奥能登では、地震や豪雨の影響もあり、深刻な状況となっています。 

このため、営農・生業づくりの土台となる共同活動の維持・強化の取組を新たに支援する

とともに、担い手農家の規模拡大や地域資源を活かした生業づくりを後押しし、集落の稼ぐ

力を創出するため、新たな「いしかわ里山みらいファンド」を創設しました。 

（２）円滑な経営の継承 
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■ 取組内容 

 ① 経営者の計画的な経営継承の推進 

  ▶ 円滑な経営継承に向けた研修等の実施 

農業経営の円滑な世代交代と産地の維持・発展を図るため、後継者不在や経営継続に

悩む経営者を対象に、経営継承の事例紹介や継承計画の立案支援、専門家を活用した親

族内継承や第三者継承を促進します。 
 

  ▶ 離農を予定している畜産農家の資産データベース化等による就農希望者とのマッチン

グ促進 

    離農予定の畜産農家の有形資産（畜舎や機械等）、無形資産（技術や経験等）を  

整理・データベース化し、就農希望者とのマッチングを図ります。 

 

 

 

 ② 園芸産地や集落営農組織の継承の推進 

  ▶ 園芸産地の継承に向けた産地ぐるみで受入体制の構築 

    普及指導員がファシリテーターとなり、産地の実情に合わせた新規参入者の受入体制

を整備し、技術指導や研修など、営農定着に向けた取組を推進します。 
 

  ▶ 集落営農組織の合併や継承に向けた合意形成の促進 

    高齢化や担い手不足により運営が困難となっている集落営農組織について、複数組織

の合併や広域連携、第三者継承等に向けて地域の話合いや専門家派遣(中小企業診断

士・税理士等)により合意形成を進め、組織の維持・強化を図ります。 

 

  

個人経営の継承事例（能美市） 

「たけもと農場」(能美市)は、江戸時代から続く歴史ある米農家で、先々代は「米作日本一」とし

て天皇杯を受賞するなど、高い技術力を誇ってきました。 

先代の敏晴さんは将来の経営継承を見据え、平成５年に個人経営から有限会社へ法人化しまし

た。さらに、高校生だった息子の彰吾さんに農場の将来像をプレゼンし、「就農後１０年で社長を交

代する」という明確な計画を共有しました。 

彰吾さんは大学卒業後に就農し、最初の３年で農業の基礎を学び、次の３年で経営実務に携わ

り、最後の４年で意思決定に参加するという段階的なステップを踏みました。そして計画どおり、

約１０年後の３２歳で代表に就任し、継承後は、代々受け継ぐ土づくりの技術を守りながら、 

イタリア米の栽培やネット販売など新たな挑戦にも取り組み、家族経営から組織経営への転換を

実現しました。 

法人化による経営基盤の整備と明確なスケジュールに基づく段階的な継承が成功の鍵といえ

ます。 
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園芸産地の継承事例（金沢市） 

金沢市崎浦（さきうら）地区は、なし、もも、りんご等を生産する果樹産地であり、農家の高齢化

に伴う離農や規模縮小により産地の生産量が減少していました。 

そこで、県や JA、金沢市が連携し、①産地と関係機関が 

一体となった産地継承にむけた合意形成、②新規就農者の 

受け皿づくり、③生産部会と連携した空き農地情報の収集 

などの支援を行いました。 

その結果、新規就農者の受入と空き農地の情報収集を 

一元的に行うため、令和３年１月に「金沢フルーツファーム 

株式会社」の設立に至り、当法人が産地規模の維持にむけ 

た活動を行っています。 

こうした、法人の活動を支援するとともに県内他地域・ 

他品目においても産地継承の取組を横展開していくこと 

としています。 
産地の維持について協議 

集落営農の合併事例（津幡町） 

倶利伽羅地区の隣り合う３つの集落（竹橋・刈安・富田）では、長年にわたりそれぞれが集落営

農組織として地域の水田農業を担ってきました。しかし近年、各集落において、担い手の高齢化

や後継者不足、資材価格高騰に伴う収益力低下など、経営継続が課題となっていました。 

  こうした状況を踏まえ、県は、JA 石川かほく及び 

津幡町と連携し「津幡町俱利伽羅地区担い手間連携 

推進会議」を設置し、組織の合併（統合）、高収益作物 

の導入等について協議を重ねました。 

具体的には、円滑な合併に向けた先行事例紹介、 

調整が必要な項目の整理、栽培方法の提案等、課題 

解決に向けた支援を行った結果、この 3 つの集落営農 

組織が連携して営農に取り組むことで話がまとまりま 

した。 

その結果、令和 5 年 4 月にこの 3 つの集落営農 

組織が合併し、「農事組合法人倶利伽羅」が設立され 

ました。 

（農）倶利伽羅の設立に向けた調印式 

（令和 5 年３月１７日） 
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（１）農畜産物の高付加価値化や販路拡大による需要の創造 

■ 現状と課題 

・本県は、量は多くないものの、優れた特長を有する農林水産物が数多くあり、農林水産業

を魅力ある産業に発展させることを目的に、「石川県の特色ある農林水産物を創り育てる

ブランド化の推進に関する条例」を令和２年３月に制定しました。 
 
・本条例に基づき、特に優れた特長を有する農林水産物を「百万石の極み」に認定していま

す(22品目、令和７年８月現在)。「百万石の極み」に認定した品目は、市場から高い評

価を受けているものの、産地間競争が激化しているため、更にブランド力を強化し、県産

農林水産物の魅力の底上げを図ることが必要です。 
 
・本県の農林水産物の魅力を更に高めるため、生産方法等にこだわりを持ち、独自でブラン

ド化に取り組む農業者自らが商品開発や販路拡大等に取り組み、付加価値を高めていく必

要があります。 
 
・国内市場の縮小が見込まれる中、新たな販路の一つである輸出については、台湾、香港、

シンガポールといったターゲット市場において、「ルビーロマン」、「能登志賀ころ柿」

が継続的に輸出・販売されています。今後の国内市場の縮小を見据え、更なる輸出拡大に

向けて、ターゲット市場での販売拡大を図るとともに、新たな有望市場や有望品目の開拓

を進めことが必要です。 
 
・加えて、県産農林水産物のブランド価値を守り、向上させるためには、知的財産を適切に

保護・活用することが大切です。 
 
・引き続き、農業者が安定して経営を継続していくためには、生産原価や労働費などが転嫁

された適正な価格で販売されることが必要です。一方で、県民の多くは、県産農畜産物に

「美味しい」「新鮮」など良いイメージを持つものの、価格面で割高という意見もあるこ

とから、引き続き、地産地消や食育の推進を通じて、消費者への理解を促進し、県産農畜

産物の消費拡大を図ることが必要です。 
 
・また、農業者が自ら生産工程を管理し、食品安全や労働安全を確保することが重要です。 

 

 

 

柱１   農業所得の向上 

＜施策の方向性＞ 
○ 農産物の高付加価値化や国内市場の縮小も見据えた輸出を含めた販路開拓により需要

を創造します。 

○ 今後の農業者の急激な減少を見据え、担い手への農地の集積・集約、スマート農業技術に

よる作業の効率化や高温対策による品質向上等を通じて、生産量を確保します。 
○ 持続可能な農業の実現に向け、環境負荷低減と生産性向上の両立を実現します。 

柱２ 

（１）  
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■ 取組内容 

 ① 百万石の極みをけん引役とした県産農畜産物のブランド力の強化 

  ▶ 「百万石の極み」ブランドの価値浸透に向けた魅力発信 

    「百万石の極み」について、県内外への更なる価値浸透のため、個別品目の魅力 発

信に加え、各種イベント等を通じた魅力発信を行います。 
 

  ▶ 「百万石の極み」ネクスト品目の育成や新たなブランド品種の開発 

     特徴ある品目の掘り起こしや生産技術の確立・普及を図るとともに、市場ニーズを踏

まえた新たな県オリジナル品種の開発を進めます。 
 

  ▶ 飼養管理技術等の改善による畜産物の品質向上及びブランド力向上による競争力の強化 

     飼養管理技術等の改善により、能登牛、能登豚の枝肉品質の向上を図り、市場評価を

高め、価格の高位安定を目指します。 
 

  ▶ 知的財産(商標・地理的表示(ＧＩ)・品種)の適切な管理・活用 

     農林水産分野の知的財産保護のため、生産者や普及指導員等へ知的財産に関する知識

の理解促進や定着を図るほか、関係機関と連携し地理的表示（ＧＩ）や商標などの登録

を推進するとともに、種苗や栽培技術なども含め適切な管理を行います。 

 

 

「百万石の極み」について 

本県の特色ある農林水産物のブランド化を戦略的に進めるため、市場からの高評価等の基準を

満たすものを「百万石の極み」として認定しており、令和７年８月に２品目を新たに認定し、２２品目

となりました。 

ロゴマークは、「結実」「実り」をテーマとし、質の高さや技の極みを感じさせるデザインとしてい

ます。また、「百」という文字には、「たわわに実る」「日の光」といった意味があり、継続的に未来に

つなげ、本県の農林水産物をけん引するシンボルになってほしいという思いが込められています。 

 

 

「百万石の極み」の認定ロゴマークと認定品目（R8.3 末現在） 
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 ② 農業者によるブランディングの取組促進 

  ▶ 県内外の飲食店・小売店等でのキャンペーンやバイヤーとの商談会開催による販売 

促進・販路開拓 

     意欲ある生産者と首都圏のシェフやバイヤーなどとのマッチングの場である「いしか

わ百万石マルシェ」や産地へシェフ等を招へいする産地ツアーの開催により、新たな需

要を開拓するとともに、生産者が行う６次産業化の取組を支援します。 

 
 

 ③ 輸出を含めた新たな販路開拓 

  ▶ 県内外の飲食店・小売店等でのキャンペーンやバイヤーとの商談会開催による販売 

促進・販路開拓【再掲：柱 2（1）②】 
     

  ▶ 米加工品を含めた新たな需要開拓による米の消費拡大 

     国内市場の縮小や米価の不安定が続く中、県産米の販売の安定化を図るため、県内外

でのＰＲなど販売拡大を進めるとともに、米粉の利用促進やパックご飯の販路開拓、県

産米の輸出など新たな需要拡大に取り組み、米の消費拡大につなげます。  

  ▶ 海外バイヤーを活用したマーケティングや海外でのプロモーション等による魅力発信・

販路開拓 

     輸出のターゲット市場である台湾・香港・シンガポールにおいて、現地バイヤーとの

ネットワークを活用し、ニーズの把握や商談会の開催、商流・物流の構築支援を行うと

ともに、現地の高級百貨店・ホテルやアンテナショップ等においてフェアを開催し、県

産農林水産物等の魅力発信や販路開拓に取り組みます。  

  ▶ 新たな市場開拓に向けたテスト輸出による検証 

海外での日本産農産物のブーム等を踏まえ、販売チャネルを増やすため、輸入規制が

少なく経済成長が著しい東南アジアなどにテスト的に輸出・販売し、商流・物流の検証

や現地ニーズを把握するなど新たな市場開拓に取り組みます。 
 

▶ インバウンド(訪日外国人)を活用した魅力発信による輸出拡大 

小松空港国際線や金沢港クルーズ船、県内飲食店等を利用する外国人旅行者に対し

て、県産農林水産物の魅力を発信し、国内での消費を取り込むとともに、帰ってからの

購入促進を図り、輸出拡大につなげます。 
 

  ▶ 知的財産(商標・地理的表示(ＧＩ)・品種登録)の適切な管理・活用【再掲：柱 2（1）①】 
 
 

「いしかわ百万石マルシェ」の開催

生産者と実需者との商談会  首都圏のシェフやバイヤーが来場 

-36-



 

 

 ④ 農業者と消費者の相互理解促進 

  ▶ 県民への県産農林水産物の理解促進による地産地消や食育の推進 

    県農林漁業まつりなどにおける県産農林水産物の魅力発信、地産地消に取り組む小売

店や飲食店の認定・ＰＲ、県内の生産者と事業者のマッチング商談会の開催のほか、学

校給食での地場産物の一層の活用や民間の取組促進を通じて地産地消や食育を推進しま

す。  

  ▶ 農畜産物の適正な価格形成に向けた販売事業者・消費者への理解醸成 

    食料システム法の目的や運用方法について、卸売市場を含む販売事業者や農業者への

研修会や商談会等を通じて制度の周知と適切な対応を推進するとともに、消費者と農業

者との交流やＳＮＳなどを通じて農畜産物の適正価格への理解促進を図ります。  

  ▶ 肥料・農薬の適正使用や農業生産工程管理(GAP)の普及拡大、食品表示の適正化 

   肥料及び農薬の生産、流通、使用段階における適正な取り扱いについての指導・監督

を行うとともに「国際水準ＧＡＰガイドライン」に準拠した「いしかわＧＡＰ（認証基

準 2024）」の認証取得の推進、食品の表示制度に関する知識の普及啓発や表示状況の

調査及び監視・指導を行います。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

「能登牛」認定店制度 

能登牛銘柄推進協議会は、生産から販売・消費に至る関係者により設立された組織で、基準を

満たした和牛肉を能登牛として、認定しています。 

平成２３年１２月からは、県民や観光客などが能登牛を堪能でき、能登牛の生産振興や消費の

拡大、ブランド力の向上を図るために、能登牛を提供する取扱店・販売店、飲食店、宿泊施設を

「能登牛認定店」として認定する制度を開始しました。 

能登牛認定店は令和８年３月１日時点で、取扱店・販売店３３店、飲食店５７店、宿泊施設８施設

の計９８店舗です。 
 

＜参考 能登牛認定店の認定基準＞ 

○取扱店・販売店 

能登牛を年間３頭以上取り扱っていること 

○飲食店 

常時、メインメニューで能登牛を提供していること 

能登牛を年間１００ｋｇ以上取り扱っていること 

○宿泊施設 

常時、能登牛を含む宿泊プランを提供していること 能登牛認定店 

「石川の農林漁業まつり」で農業者や消費者へPR 

県と農林水産関係団体で構成する「石川の農林漁業 

まつり実行委員会」の主催により、本県で生産されて 

いる農林水産物や農林漁業の取組などについて、試食、 

販売、体験等を通じて、広く県民の皆様に理解を深めて 

もらうことを目的に、毎年秋に「石川の農林漁業まつり」 

を開催し、多くの方にご来場いただいております。 

 

第 46 回石川の農林漁業まつり 会場内 
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（２）新たな需要に応える農畜産物の生産拡大 

■ 現状と課題 

・農業者の高齢化や後継者不足が急速に進む中、ほ場整備は、営農の効率化や低コスト化を

図るとともに、担い手への農地の集積・集約を進める上で重要な役割を担っています。 
 
・未整備区域では、小区画のほ場や狭い農道により、大型機械の導入が困難なことに加え、

用排水施設の老朽化もあり、効率的な営農の支障となっているため、引き続き、ほ場の大

区画化やパイプライン化などのほ場整備により、スマート農業の導入などによる低コスト

で効率的な農業を展開できる環境や、園芸作物の作付けが可能な生産基盤を整備していく

ことが必要です。 
 
・令和５年産以降、米の需要が堅調に推移したこと等により、米価が上昇しましたが、今後

の米価の水準は不透明であり、所得向上に加え、業務用や輸出用など主食用米以外の需要

に対応するためにも米の低コスト生産を進めることが必要です。 
  
・また、米価の安定を図るためには、需要に応じた米の生産が重要ですが、今後、人口減少

や食の多様化等により米の需要が減少することが見込まれるため、水田における麦・大豆

や収益性の高い園芸品目の作付推進により水稲農家の所得を確保することが必要です。 
 
・近年、高温などの気象災害により品質・収量への影響が生じていることから、農畜産物を

安定的に生産し所得を確保するためには、高温に強い品種への切り替えや災害に強い施設

設備の導入等に加え、高温時の労働負荷低減を図るなどの熱中症対策も必要です。 
 
・畜産物においても県内需要を満たせるよう生産拡大が必要であり、飼料価格高騰など、外

部環境に影響されにくい経営を目指し、自給飼料生産基盤を強化するとともに高温に対応

した牧草の栽培体系の検討や品種の選定が必要です。 
 
・集出荷施設など共同利用施設は安定供給の基盤として必要不可欠ですが、老朽化や農業者

数の減少により利用率が低下しており、再編集約・合理化が求められています。 
 
・農業者が大幅に減少する中、農畜産物の生産量を維持・拡大するためには、スマート農業

技術の導入により省人化・省力化を図っていくことが有効です。 

一方で、スマート農業機械は初期投資が大きいため、投資に見合う導入効果を最大限に引

き出すためには、経営規模の拡大や農地の区画拡大、作業の共同化といった生産性向上の

取組を併せて行うとともに、得られる収量や品質のデータを経営改善に活かすことが必要

です。 
 
・高病原性鳥インフルエンザや豚熱等の家畜伝染病の発生は、畜産農家の経営に大きな損失

を与えるため、石灰散布による一斉消毒などのウィルスの侵入防止対策を行っています

が、近年、人の交流が盛んになっていることから、より効果的な防疫体制を構築する必要

があります。 

・また、防疫体制において重要な役割を担う獣医師職員が不足しており、安定的な確保が必

要です。 
 
・畜産業の健全な発展を図るためには、家畜排せつ物の適切な管理や、環境美化など周辺環

境に配慮した取組を進める必要があります。 
 
・一方で化学肥料の原料の多くを海外に依存していますが、耕種農家は、肥料価格高騰な

ど、外部環境に影響されないよう、化学肥料の低減に向けて、地域内で生産される家畜ふ

ん堆肥の利用が必要です。 

 

（２）新たな需要に応える農畜産物の生産拡大 
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■ 取組内容 

 ① 農地の集積・集約や農地整備による生産基盤の強化 

  ▶ 水田の排水性向上等、麦・大豆や園芸作物等の生産に適した農地整備 

    麦・大豆や収益性の高い園芸作物などの栽培が可能となるよう、ほ場の大区画化と 

あわせて排水性を高めるために排水路や暗渠排水等を一体的に整備します。 
 

  ▶ 営農の効率化や担い手の規模拡大に向けた農地の集約化・大区画化 

    大型機械の導入など営農の効率化に資する、農地の大区画化や農道・用排水路の整備

に取り組むとともに整備を契機に担い手への集積・集約化を図ります。 

 

 

 

 ② 米の超低コスト技術の確立・普及 

  ▶ 乾田直播や再生二期作などの低コスト技術の開発・実証 

    育苗や田植え作業、生育初期の水管理が不要な「乾田直播」、春期に集中する作業を

分散できる「初冬直播」のほか、1回の作付けで 2回刈取することで低コスト化となる

「再生二期作」などの新技術について国と連携しながら開発・実証を行い、普及を推進

します。 
 

  ▶ 多収性品種やスマート農業技術の活用促進 

    直播栽培や高密度播種育苗技術などの低コスト技術やドローン、自動操舵装置、可変

施肥等のスマート農業技術と、収量性の高い「ひゃくまん穀」や国が開発した多収性品

種を組み合わせて導入し、米の超低コスト技術として普及を推進します。 

 

 

生産基盤の強化例 

ほ場整備は、農地の大区画化により、大型機械の導入を可能にし、営農の効率化や生産コスト

の削減を図るとともに、担い手への農地の集積・集約を進める上で重要な役割を担っています。 

県では、引き続き、ほ場の大区画化やパイプライン化などの整備を推進し、スマート農業の導

入などによる低コストで効率的な農業を展開できる環境や、園芸作物の作付けが可能な生産基

盤の強化に取り組んでいきます。 

事業実施前（小区画） 事業実施後（大区画） 

【県営ほ場整備事業 東三階地区】 
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 【研 究】乾田直播など水稲の超低コスト技術 

農業人口が減少し、既存の農業者への農地集積が高まる中、限られた労働力で管理可能な体制の構

築に向けて、より省力・低コストな技術を取り入れることが必要となっています。 

 このため、水田に直接播種する『乾田直播』による省力・低コスト化の研究に取り組んでいるほか、農

閑期である初冬や早春に直播作業を分散して行うことにより、繁忙期の春の作業負担を減らし、営農

規模の拡大につなげる栽培技術や、１回の田植えで２回収穫することで低コスト化につなげる『再生二

期作技術』について、県内での栽培体系構築に向けた研究に取り組み始めています。  

 また、奥能登地域においては地震と豪雨の被災から用水が不足する水田もあり、限られた用水で生

産可能な技術も求められていることから、水資源を節約する栽培方法の検証も実施しています。 

 

 ③ 高温対策など農畜産物の収益性の向上 

 ＜高温対策＞ 

  ▶ 米や園芸作物の高温対策技術の導入 

米については、関係機関と連携し、衛星画像による生育診断を活用した追加の肥料散

布や、発生予測に基づくカメムシ防除の適切な防除時期、収穫直前までの水管理など基

本技術の徹底に向けた指導体制の強化に取り組みます。 

   園芸品目については、遮熱資材等によるハウス内温度の上昇抑制、かん水設備の整

備、高温耐性品種の導入に取り組み、高温障害の軽減により安定した品質・収量の確保

を図ります。 

  ▶ 夏の高温に強い良食味米の新品種の開発 

    本県の米の主力品種であるコシヒカリは高温により収量減少や品質低下などの影響を

受けやすいため、高温耐性に優れた良食味の県オリジナル品種を新たに開発し、需要に

応じた生産量や品質を安定して確保できるよう取り組みます。 
 

  ▶ 高温耐性・多収性の牧草品種への切り替え促進 

    地球温暖化による採草地の夏枯れが深刻化する中で、各農業者の飼養管理方法や作業 

体系に即した高温耐性・多収性の牧草品種への切り替えを促進します。 
 

  ▶ 高温等気象災害の防災・減災技術や設備の導入促進 

   農畜産物の高温等気象災害対策に必要な技術・施設等の導入を促進し、農畜産物の安

定生産を図るとともに、農業保険への加入など経営リスク対策と併せて推進します。 
 

水田に直接播種する 
『乾田直播技術』 

１回目収穫後に生える穂も収穫する水稲の『再生二期作』 

-40-



 

 ＜生産性向上＞ 

  ▶ 県産農畜産物の品質向上・生産拡大 

・県オリジナル品種「ひゃくまん穀」など市場ニーズを踏まえた売れる米づくりを推進

するほか、主食用米以外の米粉用米、加工用米、飼料用米、酒米、輸出米など用途に

応じた品質と生産量を確保するとともに、種子の確保にも努めます。 
 
・既存の園芸産地での新品種や省力化技術の導入などを支援し、効率的・安定的な生

産・出荷体制を整備するととともに、市場ニーズを踏まえた新たな産地の育成を図り

ます。 
 
・安全・安心な生乳や学校給食用牛乳が安定的に供給できるよう、引き続き、酪農家に 

対する衛生管理技術支援等を実施します。 
 
・能登牛・能登豚の更なる品質向上・生産拡大に向けた生産技術の確立・普及を推進し

ます。 
 
・県内最大の生産拠点である河北潟干拓地においては、麦・大豆など大規模で効率的な

の土地利用型農業や、園芸では、ブロッコリー等で沿岸地域と連携した広域産地づく

り、れんこん等の就農希望者の受け入れ体制づくりを推進、酪農では、付加価値の高

い生乳生産や自給飼料の利用拡大による生産性の向上を図ります。 
 

  ▶ 麦や大豆栽培における排水対策や適切な栽培技術の普及     

麦・大豆は、用途に応じた品質と生産量の確保に向け、基本技術の徹底など適切な 

技術指導に努めます。 
 

  ▶ 本県に適した小麦品種の選定、栽培技術の検討・実証     

小麦は、用途に応じた品種を選定し、安定生産に向けた栽培技術の検討・実証により

生産拡大に取り組みます。 
 

  ▶ 園芸作物の産地形成・拡大に向けた生産・販売体制の整備     

排水対策の徹底や労力に応じた品目の選定等により生産性の向上を図るほか、契約 

取引や出荷形態の簡素化を検討するなど、さらなる生産・販売体制の整備を推進しま

す。 

   また、関係機関と連携し、栽培講習会や現地巡回等を通じて安定生産に向けた栽培  

管理のポイントを指導するとともに、新規取組の地域に対し、先行して取り組んで  

いる産地の技術等の成功事例を紹介し、水田における園芸産地化の横展開を図ります。 
 

  ▶ 畜産における生産拡大に向けた施設及び環境関連施設の整備、省力化機械の導入促進 

    畜産クラスター事業等を活用した施設整備による規模拡大や環境関連施設の整備を推

進するとともに、スマート農業機械の導入支援による作業の省力化・効率化を図りま

す。 
 

  ▶ 老朽化した共同利用施設の再編集約・合理化の推進 

    老朽化した共同利用施設について、産地の構造転換を図るため、ＪＡグループ、市町

と連携して再編集約・合理化を推進します。 
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 【研 究】 夏の高温に強い良食味米新品種の開発 

近年、夏季の高温や少雨が続き、米の品質低下が問題になっています。令和 5 年 8 月は平均気温

30.5℃と観測史上最高水準となり、「コシヒカリ」では白未熟粒や胴割粒が増加し、1 等米比率も

75.3％まで低下しました（直近１０年平均 85.4％）。 

 このため、高温登熟耐性を持つ遺伝子を導入する技術を用いた品種開発を進めています。世代促進

機器を使って品種開発を効率化するとともに、高温処理条件下での栽培試験を通じて耐性の確認を行

い、将来の安定した米品質の確保を目指しています。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 【研 究】 水田園芸における省力化技術 

〈かぼちゃ〉 

 県産かぼちゃは、関西や中京市場で需要がある一方、機械化されていない作業が多く労働時間が 

長いため、水田園芸に取り組む水稲生産者の負担が大きいことが課題です。 

 このため、移植の機械化や直播栽培の導入、整枝作業をより省力的に行える栽培技術の開発に取り

組んでいます。 
 
〈ブロッコリー〉 

 ブロッコリーでは加工業務需要が高まりつつあり、 

収穫機を用いた一斉収穫による省力化が求められて 

います。その実現に向けて、生育の揃いを良くする 

栽培技術の確立、花蕾の大型化による収量の向上、 

収量が最大となる収穫時期の予測に取り組んでいます。  

 

 ④ スマート農業の普及拡大による経営改善 

  ▶ スマート農業のワンストップ窓口を通じた導入・定着の推進、経営課題に対応した農業者 

と企業・大学とのマッチング 

    いしかわスマートアグリプラットフォームをワンストップ窓口として、農業者の経営

規模や課題に応じたスマート農業技術の提案や、農業者と企業や大学とのマッチング、

導入効果の見極めから技術の普及・定着まで、きめ細かな伴走支援を一貫して実施しま

す。 
 

  ▶ スマート農業技術を活用する人材の育成【再掲：柱１(1)③、柱４(3)③】 
    

高温処理条件下での栽培試験 イネＤＮＡの抽出 

ブロッコリーの一斉収穫機の様子 
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  ▶ スマート農業に適した農地の集約化・大区画化など環境整備の推進 

    スマート農業の効果を最大限発揮できるよう農地の大区画化や農道・用排水路の整備

のほか、農業者自らが行う畦畔除去の取り組みなども推進します。 
 

  ▶ 畜産の省力化機械の導入促進【再掲：柱２(2)④】  

 

               
 

R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 

ワンストップ窓口を

通じたスマート農業

技術の導入～定着

に向けた伴走支援 

       

スマート農業に適し

た環境整備の推進 

       

中山間地域に対応

したスマート農業技

術の実証・普及 

 

 

  
 

    

 【研 究】畜産のスマート農業技術 

労働力不足が顕著な畜産業では、作業効率の 

向上と衛生管理の強化が求められています。 

こうした中、ICT を活用することで、飼養環境 

の常時監視や早期の異常検知、機器の遠隔操作 

が可能となり、現場の負担を軽減できます。 

 しかし、通信環境が十分に整備されていない 

地域では、スマート農業技術の導入が難しい 

ケースも見られます。このような課題を踏まえ、 

畜産試験場では無線中継器を活用した通信 

ネットワークの構築を提案しています。 

無線中継器はインターネット環境がある事務所 

などから畜舎へ電波を飛ばす機器で、低コストで 

ネットワークを構築することができます。 

 また、市販のネットワークカメラを利用した豚の 

繁殖管理技術の開発にも取り組んでいます。 

遠隔で発情兆候の確認などができれば、畜舎 

に入る回数を減らせるため、省力化と家畜衛生 

対策の強化が期待できます。  

タイムライン（スマート農業） 

経営や課題に合わせたスマート農業技術の導入推進 

ほ場整備によるスマート農業に適した農地の集約化・大区画化の推進 

いしかわ耕稼塾による 

スマート農業技術を 

活用できる人材の育成 

農業者直営の農地の 

大区画化研修 
農業者直営の畔倒しによる農地の大区画化の推進 

スマート農業技術の実践研修 

企業や大学と連携したスマート農業技術の実証・研究 

大区画化、規模拡大、新たな栽培方法の導入などと合わせた 

スマート農業技術の導入の促進 

農業者の課題に応じた企業とのマッチングや導入に向けた実演・実証 

奥能登

推進 
拠点の
設置 

畜産試験場でのネットワーク構築 

ネットワークカメラからの映像 

事務所 畜舎数百メートル

無線中継器

中継

中継
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 ⑤ 家畜伝染病の防疫体制の強化 

  ▶ 飼養衛生管理基準の遵守指導あによる家畜伝染病の発生予防 

    高病原性鳥インフルエンザ等の家畜伝染病発生予防のため、飼養衛生管理基準の遵守

の徹底を推進するとともに、防護柵の設置、動力噴霧器などの消毒機器等の整備を進め

ます。 
 

  ▶ 関係機関と連携した防疫訓練の実施や防疫資材の備蓄 

    家畜伝染病の発生に備え、市町や関係機関と連携した防疫訓練を実施するとともに、

防疫服や長靴など防疫資材の備蓄を行い、有事の際の初動対応を円滑に行う体制を構築

します。 
 

  ▶ 家畜の衛生指導を担う獣医師の確保・育成 

    獣医系大学へのリクルート訪問や大学生向けのインターンシップの実施のほか、獣医

系大学と協定を締結し、獣医師職員の確保や若手職員のスキルアップに取り組みます。 

また、修学資金給付制度を充実させ、学生の金銭的負担の軽減に取り組むとともに、若

年層に対する公務員獣医の魅力を発信するため、出前講座やイベント等へ参加します。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

家畜伝染病防疫訓練の実施 

畜産物の安定的な生産体制を維持するため、高病原性鳥インフルエンザ、豚熱をはじめとした

家畜伝染病は、日頃の発生予防とあわせて、万が一発生した場合には、早期に病原体のまん延防

止を図ることが重要です。 

県では、毎年、高病原性鳥インフルエンザのシーズンに入る前の秋頃、家畜伝染病が発生した

際に迅速な対応ができるよう、関係機関と連携した防疫訓練を実施しています。 

訓練では、防疫作業の際に着用する「防護服」の着脱や家畜の処分・埋却、農場の消毒作業な

ど、発生農場での一連の作業の流れを確認しています。 

特に病原体を農場外へ持ち出さないために重要な 

防護服の着脱訓練では、着脱をサポートする人の動き 

の確認も合わせて行います。 

こうした訓練を通じて、県内の畜産現場を守るため 

の体制強化を図っています。 

防疫訓練の様子 
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 ⑥ 耕畜連携など循環型農業の推進 

  ▶ 堆肥の品質向上及び耕種農家との連携強化による利用推進 

   耕種農家の需要に応じた高品質堆肥の生産を推進し、耕種農家との連携強化を通じて

利用促進を図ります。 
 

  ▶ 地域内での堆肥の効率的な利用・流通体制の検討 

    堆肥の地域内流通や生産された農畜産物のブランド化など耕畜連携の成功事例を調査

し、堆肥の効率的・安定的な利用・流通体制の構築を図ります。 
 

  ▶ 牧草、稲発酵粗飼料などの生産・利用拡大の推進 

   輸入粗飼料価格が高騰している中、海外情勢など外部環境に左右されないよう、自給

飼料（牧草、稲発酵粗飼料）を活用した営農体系を推進し、足腰の強い経営を目指しま

す。 

 

 

 【研 究】牛ふん堆肥を原料とした混合肥料のペレット化 

家畜ふん堆肥の利用拡大による土づくりの促進や施肥の省力化などの観点から、令和２年に肥料法

が改正され、堆肥と化学肥料を組み合わせた混合肥料に関する規制が緩和されました。 

 これを受けて畜産試験場では、堆肥の有効活用を図るため、牛ふん 

堆肥を原料とした混合肥料の調製およびペレット化に取り組んでいま 

す。混合肥料を施用した飼料用イネ栽培試験では、慣行栽培（一発 

肥料を使用）と同程度の生育および収量を得られました。混合肥料に 

より、一度の散布で土づくりと施肥を同時に行うことが可能となり、 

省力化にもつながります。現在は、広域流通が可能で、散布等の作業 

性向上も期待できるペレット化技術の確立に向けて取り組んでいる 

ところです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

飼料用イネ栽培試験の様子 

ペレット製造機 

で造粒 

混合機で堆肥と 

化学肥料を混合調製 

乾燥 

ペレット化された 

混合肥料 

混合肥料のペレット化の工程 
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（３）環境負荷低減と生産性向上の両立 

■ 現状と課題 

・農産物の付加価値向上を図るために、環境負荷低減に取り組む必要がありますが、化学肥

料・農薬の使用量の低減は、除草などに手間がかかることに加え、収量が減るリスクもあ

るため、コスト低減と収量確保の両立が必要です。 
 
・特に有機農業を拡大するためには、ほ場の団地化や学校給食での利用など、生産から消費

までの一貫した取組を地域ぐるみで進めることが必要です。 
 
・近年、企業が原材料等を調達する際に、環境負荷が小さいものを優先的に選択することが

重要な判断基準となっており、農業分野においても、化学肥料・農薬の削減に加え、温室

効果ガスの削減や、廃プラスチックの適正処理など多様な環境負荷低減に取り組むことが

必要です。 
 
・米の低コスト技術である乾田直播は、温室効果ガスの削減効果も見込めることから、こう

した技術の導入も進めていくことが必要です。 
 
・一方で、消費者に対し、食育の推進等を通じて、地球温暖化防止や生物多様性の保全等に

配慮して生産された農産物であることを理解してもらい、消費拡大を図っていくことが必

要です。 

 

■ 取組内容 

 ① 化学肥料・農薬の使用量削減や温室効果ガスの排出削減に

向けた技術の開発・普及 
  ▶ 化学農薬等の使用削減や省力化に向けた栽培技術の実証 ・普及などによる取組面積の

拡大 

    市町やＪＡと連携し、地域に応じた栽培方法の指導や土壌に応じて施肥量を加減して

過剰な施肥を防ぐスマート農業技術などの実証・導入を推進します。 
 

  ▶ 温室効果ガスを削減する栽培技術の推進 

    水稲の中干し期間延長、秋耕、乾田直播など温室効果ガスを削減可能な栽培技術につ

いて、削減効果の周知・啓発により、取組面積の拡大を図ります。 
 

  ▶ カーボンクレジットや環境直接支払いの活用推進 

    Ｊ－クレジットに認証されている技術や環境保全型農業直接支払交付金の制度内容の 

周知を図り、活用を推進します。 
 

  ▶ 実践農家を講師とするなど多様な栽培方法に対する技術指導体制の強化 

    有機栽培で収量を確保している先進農家のコツやノウハウを学ぶ研修会を開催し、 

普及員など指導員の技術力の向上を図ります。 
 

  ▶ 農業由来廃プラスチックの適正処理の推進 

    「いしかわＧＡＰ（認証基準 2024）」の認証取得により、分別収集など適正な処理を

推進するほか、農業用プラスチックの排出抑制技術の導入を推進します。 

 

 
  

（３）環境負荷低減と生産性向上の両立 
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【研 究】環境負荷低減技術 
 

 

 ② 消費者への理解促進等による需要拡大 

  ▶ 化学肥料・農薬や温室効果ガスの削減程度が分かる新たな統一ラベルの活用等による 

消費者への理解促進 

    エコ農業フェア等消費者向けのイベント・即売会の開催や、「みどり農産物ラベル」

の活用により、環境保全型農業の意義や取組内容を消費者にわかりやすく伝え、理解促

進に努めます。 
 

  ▶ 学校給食における化学農薬等の使用を低減した農産物の利用拡大や食育の実施 

    小中学校における学校給食での特別栽培米等の提供や実践農家等による出前教室の開

催を支援し、児童期からの理解促進を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【化学農薬の低減技術】 

 気候変動により病害虫の発生は年々変化しており、地域ごとの状況

に合わせた効率的な防除が求められています。 

 そこで、地理・気象条件などの外的要因と作物特性を組み合わせ、

防除の必要性を簡易に判断できるシステムの開発を進めています。 

これにより、最低限の化学農薬の使用で最大限の効果を出し、環境負

荷の低減と品質向上の両立が期待されます。 

 

【温室効果ガスの排出削減技術】 

 水稲は湛水状態が長いため、栽培中にメタンガスが多く発生しま

す。調査の結果、V 溝乾田直播栽培ではメタンガス発生量が大幅に 

少なくなり、一般的な移植栽培の約 3 分の 1に抑えられることが 

分かりました。 

 今後は水稲の栽培方法の違いがメタンガスの発生量に与える影響

をさらに検証し、温室効果ガス削減につながる技術の実証・研究を 

進めます。 

V 溝乾田直播栽培 

※乾田に掘ったV 字溝に直播する方法 
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R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 

【生産対策】 

環境負荷低減技術

の確立普及 

 

  

       

【消費対策】 

消費者理解促進等

による需要拡大 

       

 

環境保全型農業の新たな表示ラベル「みどり農産物ラベル」 

 
農業者が環境保全型農業の取組を見える化し、消費者に分かりやすく伝えることを目的に

栽培した農産物に貼付していた、エコ農業と特別栽培 2 種類のラベルを新ラベル「みどり農産

物ラベル」に統合・刷新しました。  

この新ラベルは、『化学肥料・農薬の削減』と『温室効果ガスの削減』の程度を一体的に表示

し、消費者が親しみやすいデザインになるよう金沢美術工芸大学と連携し「環境を守る農家さ

ん」をイメージして制作したものです。 

令和 8 年度産から運用を開始し、４月から農産物への貼付、ＰＯＰやのぼり旗などでの利用

を開始します。 

今後、エコ農業フェアなどイベントでＰＲを行うなど、農業者と消費者双方への理解を促進

し、環境保全型の農産物の需要拡大に役立つことを期待しています。 

新たなラベルの表示例 

タイムライン（環境負荷低減） 

新表示ラベルを生かした取組の見える化 

と消費者の共感醸成による需要創出  

環境保全型農業に関心の高い販売事業者等と

連携した需要拡大 

新技術（減化学肥料・農薬、温室効果ガスの削減、省力化等）の開発・実証 

実践農家のノウハウ習得による技術指導者の

育成 

化学肥料・農薬の不使用など新技術の

定着・普及 

農家所得を向上する J クレジットの活用推進 

消費者の認知と理解促進、小中学校での学習機会の

設置（PR イベント、学校給食での特別栽培米利用） 

消費者の理解深化と消費拡大、総合

学習での継続的な学習機会の創出 
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（１）農村コミュニティの維持・強化 

■ 現状と課題 

・農村地域は食料の安定供給のみならず、 国土の保全や地下水かん養、文化の伝承などの

多面的機能を有しています。 
 
・しかしながら、過疎化・高齢化の進展により、人口減少が加速し、集落機能の維持が難し

くなっている集落が増加しており、伝統的な祭り等地域の文化を守り続けるための人手の

確保が困難になってきています。 
 
・人手の確保は、集落内部の人材だけでは難しく、二地域居住者をはじめ地域外からの人材

も呼び込んでいくことが必要です。 
 
・里山里海地域は多種多様な食材や食文化をはじめ、これらに培われた伝統文化や伝統技

術、美しい景観など優れた財産を有しており、そうした地域に人を呼び込み、地域の活性

化に繋げるため、農泊施設を核に「食」をはじめとする里山里海の魅力を地域で一体的に

提供する「スローツーリズム」を推進しています。 
 
・令和６年能登半島地震により、奥能登を中心に多くの農家民宿が休業を余儀なくされまし

た。震災後、徐々に地震被災前の状況に戻りつつあるものの、高齢化や意欲の減退により

営業を再開した農家民宿は約５割で、宿泊者数も震災前と比べ大きく減少していることか

ら、農家民宿を含む農泊施設の新たな担い手の確保を図るとともに、魅力向上や発信、取

組地域の広域連携などにも取り組み、スローツーリズムを更に推進することが必要です。 
 
・一方で、震災後も金沢を中心に外国人宿泊者は増加しており、特に欧米豪からの宿泊者の

割合が高くなっていることから、インバウンド需要に対応した取組も必要です。 
 
・この震災を契機に開始した能登農林水産業ボランティア（現：いしかわ農林水産業ボラン

ティア）を通じて農村集落を訪れる流れが生まれようとしており、この流れを県内全域の

農村集落に広げ、関係人口を増加させることが必要です  
 
・農地の保全や集落機能の維持が困難な場合は、複数集落での広域化等による共同管理体制

の整備が必要です。 

 

 

 

 

柱１   農村の持続的発展 

＜施策の方向性＞ 
○地域内外からの人材やボランティア等の関係人口を安定的に確保するとともに、複数集落で

地域の活動を支え合う仕組みの構築、農業水利施設の強靭化等により、農村コミュニティの

維持・強化を図り、生業の継続につなげます。 

柱３ 

（１）農村コミュニティの維持・強化 

-49-



 

■ 取組内容 

 ① 地域を支える人材の確保・育成 

  ▶ 外部人材の確保と地域活動への参画支援 

    二地域居住者やボランティアなど、地域外から継続的に集落に関わる人材の掘り起こ

しを進めるとともに、地域活動に参画できるよう、集落における受入体制の整備や、関

係人口の増加につながる取組を支援します。 
 

  ▶ 地域活動への参画を通じた人材の育成と集落機能の維持 

     外部人材が草刈りや水路管理、祭りなどの地域活動に地域住民とともに関わる機会を

確保し、活動の中で運営や調整などの役割を担う人材の育成を図ることで、集落機能の

維持につなげます。 

 

 

 

 ②農泊施設の生業支援やボランティア参加促進等による関係 

人口の創出・拡大 
 ＜農泊施設＞ 

  ▶ 「スローツーリズム」の推進 

     農泊施設を核に、本県が誇る「食」を中心に地域で培われた伝統文化や伝統技術、美

しい景観などの魅力を一体的に提供する「スローツーリズム」を推進し、里山里海地域

の活性化を図るとともに、関係人口の創出・拡大を図ります。 
 

  ▶ 広域連携によるインバウンド需要に対応した長期滞在型旅行商品の造成 

     国内はもとより、本県宿泊の割合が高い欧米豪を中心とした海外からの宿泊者を取り

込むため、魅力ある滞在メニューの造成や、滞在メニューを組み合わせた周遊プランの

造成などに取り組み、里山里海地域への更なる誘客を図ります。 
 

地域活動を支える人材の確保・育成 

人口減少や高齢化が進む農村集落では、草刈りや泥上げ、祭りなどの共同活動の維持が難しく

なってきているところが出てきています。 

農業の継続には、担い手による営農だけでなく、集落ぐるみによる農道・水路の維持活動が欠

かせません。これからも集落ぐるみの活動を続けるには、共同活動の参加者の確保に加え、将来

的に集落の中心を担う人物の育成も視野に入れ、活動を維持できる環境整備が必要です。 

集落ぐるみの草刈り 集落の話し合い 
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 ＜ボランティア＞ 

  ▶ 農業ボランティアの参加促進及び里山環境の利用保全の推進 

     県内外から「いしかわ農林水産業ボランティア」への参加を促進し、地域ぐるみの 

共同活動や環境保全活動への支援を通して関係人口の拡大を図ります。 

 

 

 

 ③ 集落組織の広域化等による共同管理体制の維持 

 ＜体制整備＞ 

  ▶ 地域が一体となった農村機能の保全活動の推進 

     国土の保全や水源のかん養など農村の多面的機能の発揮を促進するため、多面的機能

支払交付金や中山間地域等直接支払交付金の活用により、地域が共同で取り組む保全活

動を推進します。 
 

  ▶ 市町単位など広域での共同管理作業の支援体制の整備促進 

     過疎化などにより、活動組織の人員不足が懸念される地域などにおいて、専門家派遣

や研修会を開催し、活動組織の広域化や複数組織の事務処理等の共同化を推進します。 
 

  ▶ 農村型地域運営組織(農村 RMO)の形成推進 

     中山間地域において、複数集落の機能を補完して、農地の保全に加え、地域資源を 

活用した特産品開発や、高齢者世帯の見守り体制などの生活支援等を一体的に行う農村

ＲＭＯの取組を支援します。 
 

農村の交流人口拡大に向けた取組 

里山里海地域は、多種多様な食材や食文化をはじめ、それらに培われた伝統文化や伝統技術、美

しい景観など優れた財産を有しています。 

こうした財産に磨きをかけ、人を呼び込み、地域の活性化につなげるため、農泊施設を核に食を

はじめとする地域ならではの魅力を一体的に提供する「スローツーリズム」を推進しています。 

また、能登を含む中山間地域では、過疎・高齢化に加え、避難等による人口減少により、地域ぐる

みの活動が難しくなっている集落が増加しています。こうした中山間地域の共同活動を支援するた

め、県内外から「いしかわ農林水産業ボランティア」を募集し、派遣しています。 

 

農家民宿の「いろり」 いしかわ農林水産業ボランティアによる草刈り 
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 ＜省力化＞ 

  ▶ 中山間地域に対応したスマート農業技術の実証・普及【再掲：柱 1(1)③】 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農村型地域運営組織（農村 RMO）とは 

地域の暮らしを守るため、地域で暮らす人々が中心となって形成され、自治会（町内会）や消

防団、社会福祉協議会などの多様な団体が連携して地域課題の解決に向けた取組を実践する組

織を「地域運営組織（ＲＭＯ）」といい、農村地域において農業を支える活動を含むものを、「農村

型地域運営組織（農村ＲＭＯ）」と呼びます。本県には、５組織が設立され、活動しています。 

（農村ＲＭＯ：Region Management Organization） 

農村型地域運営組織(農村ＲＭＯ)のイメージ 
※農林水産省ＨＰより 
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（２）里山里海地域の振興 

■ 現状と課題 

・里山里海地域は景観や伝統文化など、地域ならではの資源を有しており、これらの地域資

源を活用して地域の魅力を創造し、その魅力が人を呼ぶ好循環を作ることが必要です。 
 
・能登地域の自然と共生した農林水産業や里山景観、伝統的な文化・祭礼などが一体となっ

た地域システムとして高く評価され、平成 23年６月、「能登の里山里海」が日本ではじ

めて、世界農業遺産に認定されました。 
 
・認定を契機に、棚田米のブランド化や環境に配慮した能登米づくり、観光客が多く訪れる

農泊施設の開業など、多様な地域資源を活用した「生業づくり」や「地域づくり」の取組

が広がりを見せています。 
 
・令和６年能登半島地震や奥能登豪雨により、白米千枚田や揚げ浜式塩田などの世界農業遺

産「能登の里山里海」の構成資産にも被害が生じているものの、構成資産の維持・継承に

携わる地域コミュニティも、人口の減少により、地域活動の縮小や休止などとなっている

ことから、維持・継承に向けた取組を強化することが必要です。 
 
・令和８年５月、本州で初めてトキが放鳥されたことから、トキなどの新たな構成資産を含

め、更なる魅力発信に取り組むとともに、トキ放鳥を契機とした米のブランド化を進め農

家の所得向上につなげることが必要です。  
 
・また、世界農業遺産の認定を契機に、海外の政府職員や留学生を受け入れる国際貢献プロ

グラムを実施していることから、こうした国際交流の取組を本県の関係人口創出に繋げる

ことが必要です 
 
・鳥獣による農作物被害は、平成 30年度をピークに減少傾向にあったものの、令和６年度

以降増加に転じていることから、被害防止に向けた取組が必要です。 
 
・また、被害防止と併せて、捕獲した鳥獣をジビエ（野生鳥獣肉）として利活用し、地域振

興に繋げていくことが必要です。 
 
 

■ 取組内容 

 ① 地域資源の活用等による生業づくり 

  ▶ 地域資源を活用した新商品・新サービスの開発や新たな「生業の担い手」の参入の促進 

    いしかわ里山みらいファンド（旧：いしかわ里山振興ファンド）により、里山里海資

源を活用した新商品・新サービスの市場調査から 開発・販路開拓に至るまでの取組を

支援するとともに、地域資源を活用した生業に取り組む移住者等を支援します。 
 

  ▶ トキとの共生を活かした地域活性化 

    生物多様性や里山里海保全のシンボルであるトキの餌場を確保するための環境の維持

やトキの生息環境に配慮して作ったトキ認証米の販路開拓を推進し、トキとの共生に取

り組む農家の所得向上に努めます。 

（２）里山里海地域の振興 
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 ② 世界農業遺産「能登の里山里海」の認定効果の最大化 

  ▶ 里山里海の地域資源の維持・継承に向けた取組の強化 

    地震や豪雨被害からの復旧や地域コミュニティの維持など、世界農業遺産の構成資産

をはじめとする里山里海の地域資源の維持・継承に向けた地域ぐるみの取組を推進・ 

強化します。 
 

  ▶ 世界農業遺産の国内認定地域と連携した首都圏等での魅力発信 

    他の世界農業遺産認定地域と連携し、農林水産物の販売や情報発信を行い、トキなど

の新たな構成資産も含めた能登の里山里海の更なる魅力発信に取り組みます。 
 

  ▶ いしかわ世界農業遺産国際貢献研修プログラムによる国際交流の推進 

    能登の里山里海における持続可能な地域振興を学ぶ海外政府職員に対する研修や、 

留学生のインターンシップ研修を実施し、国際交流の推進と関係人口の創出に取り組み

ます。 

 

いしかわ里山みらい振興ファンドを活用した商品開発 

「いしかわ里山みらいファンド」の前身の「いしかわ里山振興ファンド」は、県内金融機関の協力

を得て平成２３年に創設され、総額１８０億円の基金を原資とした運用益や企業からの寄付金を

活用し、地域資源を活用した「生業の創出」等の取組を支援してきました。 

支援メニューの 1 つに、「新商品・新サービス開発支援」があります。里山里海の地域資源を活

用した新商品・新サービスの試作から販路開拓に至るまでを支援するメニューで、これまで３１９

品の商品やサービスをの開発を支援し、商品化率は約８割と、着実に成果が現れています。 

唐川菜（からこな）の種子を活用した 

「粒マスタード」の開発 

奥能登の柚子等で香り付けした 

「能登ジン」の開発 
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 ③ 鳥獣被害の防止とジビエの利活用 

  ▶ 防護柵の設置や捕獲活動等による鳥獣被害防止の強化 

    野生獣の出没を抑制するため、里山林における緩衝帯の整備、防護柵の設置・捕獲活

動を支援し、イノシシやシカなどによる鳥獣被害防止対策の強化を図ります。 
 

  ▶ ジビエの利活用促進 

    ジビエ料理フェアやイベントの開催などにより、消費者のジビエに対する需要を喚起

し、ジビエの利用促進を図ります。 

 

 

 

 

「能登の里山里海」の世界農業遺産認定（平成２３年６月） 

世界農業遺産は、国際連合食糧農業機関（FAO）

によって、平成１４年に開始されたプロジェクトです。 

世界農業遺産の目的は、近代化の中で失われつつ

あるその土地の環境を生かした伝統的な農業・農

法、生物多様性が守られた土地利用、農村文化・農村

景観などを「地域システム」として一体的に維持保全

し、次世代へ継承していくことです。 

認定地域は世界各国に広がり、令和８年３月末現

在で２９ヶ国１０４地域となっており、国内では１７地

域が認定されています。 

能登は、地域に根差した里山里海が集約された地域

であり、「能登の里山里海」の認定は、その総合力が高く

評価されたことによるものです。 

農林水産業とそれに関連した人々の営みのすべて、

いわば能登の里山里海で育まれる暮らしそのものが「世

界農業遺産」として認定されたのです。 

農産物の鳥獣被害対策（スマート捕獲） 

農村部の高齢化や人口減少が進む中、鳥獣害対策を

効果的に進めていくためには、ＩＣＴの導入を加速化し、

捕獲者の経験や勘のみに頼らない、データに基づく被

害対策を進める必要があります。 

このため、市町やＪＡ等で構成する鳥獣被害防止対策

協議会による捕獲通知機器やドローン等のＩＣＴ機器等

の活用を支援しています。 

ドローンを活用した捕獲のための生息状況調査 
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（３）防災・減災に向けた農村の強靭化 

■ 現状と課題 

・県内の農業用ため池は、江戸時代以前に築造されたものが多く、老朽化が進んでおり、 

現在の基準を満たさないため池では、近年増加している地震や豪雨などの自然災害により

損壊するリスクが高まっています。また、決壊した場合に人的被害を与えるおそれがある

「防災重点農業用ため池」については、特に、異常の有無を常に確認するなどの適切な管

理が求められています。 
 
・しかしながら、農業者の高齢化や後継者不足により、適切な管理体制を確保していくこと

が課題となっており、管理者と地域住民、行政が連携し、平時からため池の安全性を把握

するとともに、計画的な改修により、機能強化を図ることが重要です。 
  
・また、水路などの農業水利施設は、昭和 40 年頃から、食料供給力や農業の持続性を確保

するため急速に整備されましたが、現在、その多くが耐用年数を迎えるなど老朽化が進行

していることに加え、周辺地域の都市化の進展や自然災害の増加などにより、災害発生時

にはその機能が確保できないおそれがあります。 
 
・これらの農業水利施設の管理は、主に土地改良区や生産組合等が担っていますが、農業者

の減少により、適切な管理を維持していくことが難しい状況となっています。 
 
・将来に向けて、安定した農業生産や農村地域の機能を維持していくためには、施設の状態

を把握し、必要な補修を実施する保全管理を進めるとともに、計画的な改修により機能強

化を図ることが重要です。 

 

■ 取組内容 

 ① 農業水利施設の機能強化 

  ▶ 耐震対策など災害に強いため池の整備 

    劣化状況や豪雨・地震耐性評価などにより整備が必要になった防災重点農業用ため池

について、決壊などの災害の未然防止のため、堤体や施設の改修及び耐震補強対策など

の整備を計画的に推進します。 
 

  ▶ 機能強化や耐震対策など災害に強い農業水利施設の整備 

    近年、頻発する豪雨や地震などの自然災害を受け、農村地域における災害の未然防止

のため、水路断面の拡幅などの機能強化や排水機場の耐震対策など、農業水利施設の整

備を計画的に推進します。 

 

（３）防災・減災に向けた農村の強靭化 

-56-



 

 

 ② 農業水利施設の適切な保全管理 

  ▶ 計画的な保全管理による機能の維持 

    老朽化により機能低下した農業水利施設については、機能診断の結果を踏まえた計画

的な補修・更新等、適切な保全管理を実施し、施設の機能回復や長寿命化を図ることに

より、突発的な故障や災害リスクの未然防止を図ります。 

 

農業水利施設の機能強化 

農業水利施設とは、農業用水の安定供給や洪水による農業被害の防止のために整備され

た、ダム、頭首工、用排水路、用排水機場などの施設のことです。 

一部の農業水利施設については、施設の老朽化や、近年の農村地域周辺の宅地化等によ

り、頻発する豪雨の際に排水が追いつかず、浸水被害が懸念されています。 

このため、農業水利施設の整備を進めることにより、農業用水の安定供給を図るととも

に、不足する排水能力を高めることで、周辺住民が安全で安心して暮らせる環境づくりにも

貢献しています。 

整備実施前 整備実施後 

＜用排水路の整備実施例＞ 

農業水利施設の適切な保全管理 

農業水利施設の多くは、昭和４０年頃から集中的に整備されており、老朽化が進行してい

ます。老朽化した施設は補修や更新が必要ですが、限られた予算の中で実施していくには効

率的な長寿命化の取組により、ライフサイクルコストを低減させることが求められています。 

このため、まずは機能診断によって老朽化の状況を適切に把握し、補修方法や実施時期

を検討した上で、必要な対策工事を進めていくことが重要です。 

計画的に保全管理を行うことで施設の長寿命化が図られるとともに、更新時期の延伸に

つながり、長期的な整備コストの削減が期待されます。 

施設の長寿命化・ライフサイクル 

コスト低減のイメージ 

用排水路の点検状況 
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（１）営農基盤の早期復旧 

■ 現状と課題 

・能登地域では、地震と豪雨により農地や農業用施設、農業用機械等に甚大な被害が発生し

ました。 
 
・震災後、速やかに相談窓口を設置し、農業用機械の再取得や融資等の相談対応を行ってき

ましたが、復旧・復興には関係機関が連携・一体となり、被災農業者をワンストップで支

援する推進体制の整備が必要不可欠であり、令和６年 11月に県、国、市町、ＪＡ等で構

成する「奥能登営農復旧・復興センター」を設置しました。 
 
・奥能登営農復旧・復興センターでは、営農再開に向け、各種事業の申請支援に加え、農地

の復旧見通しの提示等を行ってきましたが、まだ復旧半ばであることから、引き続き営農

再建に向けた伴走支援を継続していくことが必要です。 
 
・農地の復旧に当たっては、被害の規模に応じて被災箇所を３つに区分し、計画的に復旧を

進めておりますが、生産基盤の復旧整備だけにとどまらず、復旧を契機とした区画の拡大

や今後発生しうる災害に耐えうるよう、必要に応じて施設の強靭化も併せて進めていくこ

とが重要です。 
 
・また、農業用機械や生産施設、畜舎などの修繕・再取得についても、事業申請支援を継続

し、営農再建を後押しする必要があります。 
 
・発災後、奥能登地域で飼育する家畜の飲水の確保が困難となり、生産体制に多大な影響が

生じたことから、家畜用給水拠点の構築の検討が必要です。 

 

■ 取組内容 

① 復旧・復興施策の推進体制の整備 

  ▶ 奥能登営農復旧・復興センターによる伴走支援 

    被災農業者のワンストップ支援組織である奥能登営農復旧・復興センターが、各種支

援制度の申請支援や融資などの相談対応のほか、農地等の復旧見通しの提示や営農再

開・継続に向けたきめ細かな伴走支援を実施します。 

 

 

 

 

 

柱１   能登の創造的復興 

＜施策の方向性＞ 
○ 営農基盤の早期復旧や生業の再興、農村の再興など復旧・復興の加速化に向け、あらゆる

施策を総動員し、伴走支援するとともに、全国の中山間地域における持続可能な能登の復

興モデルを創出し、横展開を図ります。 

柱４ 

（１）営農基盤の早期復旧 
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② 農地・農業用施設等の復旧・強靭化 

  ▶ 農地・農業用施設の早期復旧 

     地震と豪雨の二重災害により甚大な被害を受けた農地や農業用施設について、国や 

市町とも連携し、１日でも早い営農活動の再開に向け、被害の規模に応じた計画的な復

旧を推進します。 
 

  ▶ 農業者の直営施工による農地の復旧 

     少しでも早い農地の復旧と農家の収入を確保するため、農家自身で簡易な復旧工事を

実施する直営施工を推進します。 
 

  ▶ 復旧を契機とした区画拡大など生産性の高い農地整備の推進 

     能登地域の農業の継続には、早期の復旧に加え、生産性の高い農地への再整備が求め

られていることから、ほ場整備事業の実施に向け、地域の話し合いなどにより合意形成

を進め、生産性の高い農地整備を推進します。 
 

  ▶ 耐震対策など災害に強いため池の整備【再掲：柱３（３）①】 

     能登地域では地震と豪雨により多数のため池が被災していることから、早期の復旧を

進めるとともに、災害に強い施設整備のため、堤体や施設の改修及び耐震補強対策など

の整備を計画的に推進します。 
 

  ▶ 機能強化や耐震対策など災害に強い農業水利施設の整備【再掲：柱３(3)①】 

     能登地域では地震と豪雨により多くの農業水利施設が被災していることから、早期の

復旧を進めるとともに、農村地域における災害の未然防止のため、施設の機能強化や必

要に応じた耐震対策などの施設整備を計画的に推進します。 

 

奥能登営農復旧・復興センターの推進体制 

地震や豪雨により甚大な被害を受けた農地の

復旧や営農継続に向けたハード、ソフトの取組を

加速化・見える化していくため、県、国、市町、JA

等で構成する「奥能登営農復旧・復興センターを

設置しました。（令和 6 年 11月 28 日） 

 

＜主な取組内容＞ 

 ・各種支援事業の相談・申請支援 

 ・農地等の復旧見通しの提示 

 ・地域農業の将来像の明確化に向けた 

  合意形成の促進 

 ・担い手の確保や収益性向上による 

  生業再建支援 
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③ 農業用機械・施設、畜舎等の再整備 

  ▶ 農業用機械・施設等の修繕・再取得の推進 

     地震・豪雨により損壊した農業用機械や生産・加工施設について、国の支援制度を 

活用した修繕・再取得を推進し、早期の整備完了を目指します。 
 

  ▶ 被災畜舎の移転・再建に伴う基盤整備の推進 

     被災畜舎を別の場所で再建するにあたって必要となる基盤整備(整地)を県独自に支援

します。 
 

  ▶ 有事の際の家畜用給水拠点の整備に向けた体制づくり 

     有事の際に奥能登地域で飼育する家畜等に飲水を確保できるよう給水拠点の構築を検

討します。 
 

  ▶ 施設復旧に伴う家畜の再導入の促進 

     国の支援制度を活用し、施設の復旧に伴う家畜の再導入を支援します。 

 

（２）生業や農村の再興 

■ 現状と課題 

・奥能登地域では地震・豪雨を契機に人口流出が進み、基幹的農業従事者は大幅に減少して

います。 
 
・このため、地域の農業法人や次世代を担う中小規模農家による規模拡大を進めるととも

に、外部からの企業参入や地域おこし協力隊、ボランティアや農業専門人材、スポットワ

ーク人材の活用など多様な人材を確保する必要があります。 
 
・一方で、半島地域の地理的制約により、労働力確保は容易ではなく、担い手の規模拡大に

は限界があり、人手不足を補うため、スマート農業技術を活用できる人材の育成、導入促

進、環境整備が不可欠です。 
 
・小規模農業者の営農継続・再開に当たっては、地域ぐるみの営農基盤の維持が必要です。 
 
・一方で、大規模農業者は、被災した農業者の離農により、農地集積の加速が見込まれます

が、スマート農業技術の導入など、急速な規模拡大に対応した経営の効率化が課題です。 
 
・発災以降、販路を失った農業者の生業継続を後押しするため、県内外で、能登の農畜産物

等を販売するフェアや県産食材を使用したメニューを提供するレストランフェアなど継続

的に開催してきましたが、応援機運の低下や生産量の回復を見据え、引き続き、応援消費

の促進強化や販路の拡大を図っていく必要があります。 
 
・能登では地震や豪雨による避難等で住民が急激に減少した結果、集落機能の維持が困難に

なる中山間地域の農村集落が増加しており、農村コミュニティの再生が急務となっていま

す。 

 

 

 

（２）生業や農村の再興 
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■ 取組内容 

① 多様な人材の確保 

  ▶ 地域の農業法人や次世代を担う中小規模農家による規模拡大、外部からの企業参入の 

促進【再掲：柱１（１）③】 
    

  ▶ 民間のマッチングサービス活用によるスポットワーク人材の確保【再掲：柱１（１）②】 
   

  ▶ 地域おこし協力隊や特定地域づくり事業協同組合等の活用促進 

    奥能登地域における急激な人口流出に対応するため、市町と連携し地域外からの人材

の居住環境の確保にも留意しながら、地域おこし協力隊の受入拡大や特定地域づくり事

業協同組合の設立などを促進し、多様な人材確保と地域コミュニティの維持・活性化を

図ります。 
 

  ▶ ボランティアや農業専門人材の派遣 

    いしかわ農林水産業ボランティアや農業の専門的な知識・技術を持つ農業専門人材の

派遣を促進し、草刈りや用水の泥上げなど地域共同活動のほか、収穫や果樹のせん定な

どを支援します。 

 

② 生業の再建 

  ▶ 地域計画のブラッシュアップ 

     モデル地区を選定し、担い手確保や共同管理作業の体制整備などの地域農業の将来像

についてプッシュ型で合意形成を促進し、地域計画の見直しを図ります。 
 

  ▶ 中小農家等の集落ぐるみの営農再開に向けた取組推進 

奥能登地域の農業集落が営農継続に向けて集落ぐるみで新たな品目の作付けや共同作

業の枠組みづくりに取り組む際に必要となる、共同利用機械や共同利用施設等の導入を

支援することにより、集落の中小農家が協力して営農を継続していくための体制づくり

を進めます。 
 

  ▶ 大規模農家の新技術の導入等による生産性向上推進 

     担い手の経営再建に向け、専門家と連携した経営分析による経営改善指導を行うと 

ともに、乾田直播栽培やドローンによる農薬散布など生産性向上のための新技術導入等

を支援します。 
 

  ▶ 奥能登農作業受託者協議会によるマッチングの促進 

     奥能登農作業受託者協議会を介して、農地の賃借や農作業の受委託を促進し、不作付

農地の解消を図ります。 
 

  ▶ 営農を再開する際の地代等のかかり増し経費の負担軽減 

     奥能登豪雨により農地が被害を受け、営農が困難となった担い手農家に対し、農地 

復旧までの間、代替農地で営農を維持する際にかかり増しとなる経費を支援することに

より、農地復旧までの間の所得確保を図ります。 
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  ▶ 能登産品の県内外での応援消費の促進 

     生産者の生業継続を後押しするため、県内外で農林水産物等を販売するフェアや県産

食材を使用したメニューを提供するレストランフェアの開催など、応援消費の促進によ

る販路拡大を図ります。 
 

 
 

③ 農村コミュニティの再生 

  ▶ 外部人材の確保と地域活動への参画支援、地域活動への参画を通じた人材の育成と 

集落機能の維持【再掲：柱３（１）①】 
 

  ▶ 農村型地域運営組織(農村 RMO)の形成に向けたモデルづくり 

     震災・豪雨の被災により耕作可能な農地が著しく減少するとともに避難等により地域

コミュニティが脆弱化している地区を選定し、農地の保全に加え、地域資源を活用した

特産品開発や、高齢者世帯の見守り体制などの生活支援等を一体的に行う農村ＲＭＯの

モデルづくりを行い、他の地区での展開を図ります。 
 

（３）創造的復興に向けた地域主体の「能登モデル」の創出 

■ 現状と課題 

・能登において、農業は基幹産業の一つでありますが、地震前から農業者の減少・高齢化や

遊休農地の増加など、深刻な課題を抱えていました。地震を機にこれらの課題がさらに加

速、顕在化しており、単に地震前の姿に復元するのでなく、元々あった課題を踏まえ、持

続可能な農業の実現に向けた「創造的復興」が必要です。 
 
・創造的復興にあたっては、地域ごとの将来の農業のあるべき姿を地域が主体となって考え

ることが重要です。 
 
・「能登の里山里海」は、日本で初めて世界農業遺産に認定され、多種多様な食材や食文化

をはじめ、それらに培われた伝統文化や伝統技術、美しい景観など優れた地域資源が豊富

にあります。 
 
・また、能登は本州最後のトキの生息地であり、トキにゆかりの深い土地です。令和８年５

月、復興のシンボルとして本州で初めてトキが羽咋市で放鳥され、半世紀ぶりにトキが能

登の大空を舞うこととなりました。 
 
・こうした地域資源を活用しながら、全国の中山間地域の課題解決モデルとなり得る能登な

らではの創造的復興を進めていく必要があります。 

応援消費促進のためのフェアの開催 

復興フェア「のともっと MARCHE」の開催 レストランフェアで提供された県産食材を使用した料理 

（３）創造的復興に向けた地域主体の「能登モデル」の創出 
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■ 取組内容 

① トキ放鳥を契機とした米のブランド化 

  ▶ トキの放鳥・定着に向けた生息環境整備の推進 

     トキの餌場となる水田において、環境に配慮したほ場整備のほか、江（え）や水田

魚道の設置、除草剤を使わない畦の管理や化学肥料・農薬の削減等の農業者によるト

キの餌場づくりなど、トキの生息環境に配慮した取組を推進します。 
 

  ▶ トキ放鳥を契機とした認証制度に基づく米づくりの拡大及び販路開拓の推進 

     「トキめく能登の未来」米づくり認証制度による付加価値の高い米づくりに向け、 

先進的な農業者の技術を学ぶ研修会の開催や、トキの餌確保と除草作業の省力化を両

立する技術実証・普及を行うとともに、商業施設や復興応援イベントでのＰＲや販売

事業者と農業者との産地交流を通じ、販路開拓を促進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「トキめく能登の未来」米づくり認証制度 

キャッチコピー 

トキの生息環境づくりに取り組む生産者が夢と希望を抱いて育てたお米です 

認証制度のねらい 

➢ 世界農業遺産に認定された、自然と調和した人の営み、自然の

恵み、祭礼・伝統技術、美しい景観、豊かな生き物のつながりな

ど、里山里海の保全と活用を通じ、能登の活性化を促進する 

➢ トキとの共生による米づくりを通じて、生物多様性を次世代へ

継承する 

➢ 震災と豪雨により甚大な被害に見舞われたふるさとの創造的

復興をスローガンに、能登の未来を創造する 

 
制度の概要 

・トキの餌となる生き物が生息しやすいよう、化学肥料や化学合成農薬を減らし、餌場となる江

（え）や魚道などを整備する米づくりを認証（R8 年産～） 

・認証マークは、米袋やチラシに表記するなど活用 

認証基準 認証マーク 
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R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 

生息環境整備  

       

生産技術対策 

（収量向上・省力化）  

       

消費者理解の促進        

販路開拓の支援        

 

② 地域ぐるみで取り組む循環型農業による農畜産物の 
高付加価値化 

 

  ▶ カーボンクレジットや環境直接支払いの活用推進【再掲：柱２(3)①】 
 

  ▶ 実践農家を講師とするなど多様な栽培方法に対する技術指導体制の強化 

【再掲：柱２(3)①】 
 

  

トキの生息環境整備 

トキの生息環境の確保には、浅い水辺で１年を通じて採餌できる餌場の整備が必要となり

ます。県では、令和４年度に能登地域の４市５町に１地区ずつ「トキ放鳥推進モデル地区」を選

定し、生き物の棲み処となる「江（え）」やビオトープなどを整備するとともに、化学肥料や化学

合成農薬の削減や、無農薬での畦畔除草など、トキの生息環境に配慮した米づくりに取り組ん

できました。 

県では、能登全域でトキの生息環境に配慮した米づくりを拡大するため、新たに取組を始め

る農家に対して支援を行うなど、モデル地区の取組の横展開を進めています。 

水田の中干し時期も生き物の 
退避場所となる「江（え）」 

無農薬での畦畔除草 

タイムライン 

PR イベント等による消費者への理解促進 

関心の高い実需者を産地に招聘し、生産者との交流を通じた販路開拓
を支援 

収量確保、省力化の実践に向けた技術研修     

認証面積拡大に向けた理解促進・気運醸成 

確立された技術を駆使し、認証面積の

さらなる拡大 

モデル地区の 

取組を横展開 

継続的な情報発信による消費者の理解深化 

取引の継続と新たな販路
創出のフォローアップ 
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  ▶ 水田を活用した飼料生産の推進 

      水田における自給飼料(牧草、稲発酵粗飼料)の作付けを推進し地域内での利用を促

進することにより、輸送コストを削減し持続的な供給体制を整備します。 
 

  ▶ ニーズに合った高品質な堆肥づくりの推進、堆肥散布体制の整備 

      耕種農家のニーズに応じた高品質で施用しやすい堆肥づくりを推進します。 
 

  ▶ 堆肥の品質向上及び耕種農家との連携強化による利用推進【再掲：柱２(2)⑥】 
 

  ▶ 循環型農業で生産された奥能登農畜産物のブランド価値の向上 

      世界農業遺産の認定地域で循環型農業により生産された農畜産物であることを広く

ＰＲすることにより、付加価値を高め、収益性の向上を図ります 

 

③ スマート農業の一体的な推進に向けた奥能登拠点整備 

  ▶ スマート農業技術を活用する人材育成・導入支援・実証普及の一体的な推進 

      奥能登営農復旧・復興センターがスマート農業の推進拠点としての機能を担い、ス

マート農業機械の実践研修による中山間地域の課題が先行して顕在化している奥能登

をモデル地域とし、スマート農業の普及を推進します。 

 

 

 
  

 【研 究】中山間地域におけるスマート農業技術 

能登では、担い手不足や高齢化に加えて、令和 6 年の地震や豪雨の影響で離農が急速に進み、地域

を支える中核的な農業者の負担が大きくなっています。新たな労働力の確保も難しい中で、水稲作業

の省力化と生産性向上が急務となっています。 

 こうした課題に対応するため、スマート農業技術を活用した超省力・低コストの水稲生産体系づくりに

取り組んでいます。小区画・不整形のほ場を農業者の自主施工により大区画化した上で、ロボット農

機、ドローンのほか、長大な畦畔法面に対応するため省力除草機などを組み合わせた新たな作業体系

を検証しています。 

 また、技術導入による効果の分析や経営規模別のモデル作成、標準手順書（SOP）の策定も進め、能

登農業の創造的復興と県内全域への普及を目指しています。 

奥能登地域におけるロボットコンバインの検証 高低差のあるほ場の大区画化 
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④ 奥能登における水稲農家等への果樹導入推進 

  ▶ 奥能登に適した技術の開発と新規栽培者の発掘・育成 

      水稲との複合化を目指す農業者向けに育苗ハウスを活用したぶどう栽培や水はけの

良いほ場でのかんきつ栽培など、奥能登に適した品目選定や技術開発に取り組むとと

もに、新規栽培者の育成を強化します。 
 

  ▶ 観光農園や地域内の直売所での販売等による農家所得の向上 

       市場出荷のほか、観光客をターゲットにした摘み取りや地域内の直売所での販売な

ど、多様な販売ルートを検討し、農業者所得の向上や交流人口の拡大を図ります。 

 
 

 【研 究】新品目の導入に向けた栽培技術の開発 
 

 

 

⑤農泊施設を核としたスローツーリズムの取組強化による 

「能登の里山里海」の賑わいの創出 
  ▶ 農泊施設の「のと SDGｓトレイル（仮称）」のビジターセンター化 

      農泊施設を拠点としたトレイルや農業・農村体験などの体験メニューの造成に取り

組む農泊施設をサポートするとともに、世界農業遺産の魅力を紹介するＧＩＡＨＳガ

イドを育成し、「能登の里山里海」の理解促進を図ります。 
 

  ▶ 農泊施設の開業希望者の掘り起こし 

       本県を代表する農家民宿群「春蘭の里（能登町）」を中心に、高齢化や地震被害に

よる意欲減退等により、震災後も営業再開が進まないことから、開業希望者の掘り起

こしを行い、新たな担い手の確保に取り組みます。 

 

  

【生食用ぶどう（露地栽培）】 

 生食用ぶどうは、収益性が高く、需要が増加している品目で

す。多雨多湿な本県では、ほぼ全てがハウスで栽培されてい

ますが、近年、資材価格の高騰を背景に、露地栽培による生

産拡大が期待されています。 

 このため、露地栽培に適した品種の選定や病害虫防除体系

の確立、管理作業をより省力的に行える技術の開発等に取り

組んでいます。 【かんきつ（温州みかん等）】 

 今世紀半ばには温州みかん栽培に適する温度域が北陸の沿

岸域に拡大する一方、寒風害・雪害リスクは依然残ると予測さ

れています。 

 このため、県内各地での寒風害・雪害等の調査に基づく適地

マップの作成および被覆資材等による寒害対策技術の開発等

に取り組んでいます。 

寒冷紗被覆による温州みかんの寒風害対策 

露地での栽培が期待されるぶどう 
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  ▶ 広域連携によるインバウンド需要に対応した長期滞在型旅行商品の造成 

【再掲：柱３（１）②】 

       能登町をはじめ、七尾市、志賀町、中能登町など能登各地のスローツーリズム取組

地域と連携し、それぞれの地域の魅力を活かした滞在メニューの造成や滞在メニュー

を組み合わせた周遊プランなどの造成などに取り組み、能登地域への更なる誘客を図

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「春蘭の里」の取組 

能登町宮地・鮭尾地区で、恵まれた自然を最大限に活かした村づくり、村おこしを進める

ため、平成８年に、有志７名が「奥能登 春蘭の里実行委員会」を結成しました。 

平成９年に、農家民宿「春蘭の宿」を開業して以降、農家民宿と協力者を増やしながら、そ

の取組は近隣市町にまで拡大し、多い時で６０軒以上の農家民宿が開業、修学旅行や国内外

からの入込客が年間１万人以上訪れるようになりました。（入込客数は令和元年度実績） 

コロナ禍で入込客が大きく減少し、能登半島地震で修学旅行が途絶えるなど、厳しい状況

が続きましたが、令和７年から、修学旅行やインバウンドの受入が再開しています。 

春蘭の里 農家民宿「春蘭の宿」 
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県の最上位計画である石川県成長戦略で掲げた主要目標の「農業産出額」の達成に向け、米

をはじめ本県の特色ある農畜産物の生産量を増やし、付加価値をつけて販売単価を向上させま

す。 

また、生産量を増やすため、農地や水路等の生産基盤を維持しつつ、農業者を確保し作付面積

を拡大するとともに、栽培技術の向上等により単位当たりの収量の増加を図ります。 

 

 

 

  

    ◆主要目標と KPI 

１ 主要目標・KPI の考え方 

農業産出額     ＝      品目ごとの生産量      ×      販売単価 

作付面積 

新規就農者の確保 

既存農家の 

規模拡大・生産性向上 
栽培技術の向上 付加価値の向上 

農村コミュニティや生産基盤の維持 

× 単収 

柱１ 

柱２ 

柱３ 

【柱１】 

・新規就農者数 

・担い手への農地集積率 

・スマート農業技術活用促進 

法に基づく計画認定数 等 

【柱２】 

・百万石の極み品目の販売額 

・水稲の超低コスト技術の 

普及面積 

・環境保全型農業取組面積 等 

 
【柱３】 

・外部人材の受入れに向けた

体制整備に取り組む集落数 

・農家民宿の宿泊者数 

・防災重点農業用ため池の 

改修整備数 等 

主な KPI 
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主 要 目 標 
基準値 

(R3 年度) 
現状 

(R5 年度) 
目標値 

(R14 年度) 

農業産出額 480 億円 521 億円 600 億円 

食料自給率（県内）（生産額ベース） 43% 44％ 55% 

 

柱 KPI 
基準値 

（R4 年度） 
現 状 

（R6 年度） 
目標値 

（R14 年度） 

１ 
(1) 

新規就農者数 
119 人/年 

(R2～R4 年度平均) 
122 人/年 150 人/年 

いしかわ耕稼塾の受講者数 
（就農希望者向け） 

28 人/年 
(R2～R4 年度平均) 

30 人/年 40 人/年 

多様なルートを活用し人材を確保する
経営体数 

ー 62 経営体 180 経営体 

スマート農業技術活用促進法に基づく
計画認定数 

ー 
2 件 
(R7） 

30 件 
(累計) 

(2) 産地や集落営農組織の継承モデル数  14 件 
50 件 
(累計) 

２ 

(1) 

百万石の極み品目の販売額 71 億円 87 億円 120 億円 

農林水産分野の知的財産取得数 96 件 127 件 140 件 

農林水産物の輸出額 2.6 億円 4.6 億円 5 億円 

 
(参考)農林水産物・食品の輸出額 
※石川県産業振興指針で設定 ２3.9 億円 28.5 億円 

１００億円 
(R12) 

(2) 

能登牛の出荷頭数 1,357 頭 1,203 頭 2,000 頭 

ほ場整備率 ー 84％ 87％ 

水稲の超低コスト技術の普及面積 － 3,449ha 5,000ha 

(3) 環境保全型農業取組面積 9,017ha 9,66２ha 18,000ha 

３ 

(1) 

外部人材の受入れに向けた体制整備

に取り組む集落数 
ー ー 30 集落 

日本型直接支払制度を活用した農地
の割合 

ー 70％ 
（R7） 

73％ 

(2) 
農家民宿の宿泊者数 12,051 人 4,812 人 20,000 人 

イノシシ農作物被害額 ー 45 百万円 30 百万円 

(3) 防災重点農業用ため池の改修整備数 ー 591 か所 660 か所 
(累計) 

４ 

(1) 
ほ場整備率（能登） ー 82％ 86％ 

防災重点農業用ため池の改修整備数 
（能登） 

ー ４０３か所 
４６０か所 

(累計) 

(2) 
水田での営農再開率（奥能登） ー 75％ 100% 

担い手への農地集積率（能登） ー 55％ 65％ 

(3) 
トキ認証米の認証面積（能登） ー ー 5,000ha 

共同作業のスマート化取組件数（能登） ー ー １５０件 

 

2 主要目標・KPI の一覧 
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調査対象：県政モニター529人を対象とした。 

回 答 数：434 人（82％） 

実施期間：令和7年2月 

 

Q１ 普段、どのようなお店・方法で農畜産物を購入していますか。 

利用頻度の高いものを選択してください。 （※）当てはまるものを３つまで選択 

 

Q2 農畜産物を購入するときに、何を重視しますか。 （※）当てはまるものを３つまで選択 

 

Q３ 良く購入する石川県産の農畜産物は何ですか。 （※）当てはまるものをすべて選択 

    ＜付属資料４＞ 県政モニターアンケート結果 

いしかわの食と農業・農村についての県民意識調査 

423

197

133

111

35

30

25

7

0 100 200 300 400 500

スーパーマーケット・小売店

ドラッグストア

直売所

生協（コープ）

コンビニエンスストア

生産者から直接

宅配サービスや通信販売

その他

395

337

225

80

66

32

29

11

7

0 100 200 300 400 500

価格

鮮度

産地

味

外観（見た目）

栽培方法

品種・ブランド

生産者

その他

347

273

164

143

19

21

米

野菜

畜産物

果物

麦・大豆

その他

0 100 200 300 400 ○野菜 

すいか、さつまいも、だいこん、トマト、 

小松菜、れんこん、ねぎ 等 

 

○畜産物 

  牛肉、豚肉、卵、牛乳、鶏肉 等 

 

○果物 

ぶどう、梨、柿、りんご、栗、みかん 等 
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Q４ 他県産と比べて、石川県産の「米」にどのようなイメージを持っていますか。 

（※）当てはまるものを３つまで選択 

 

Q５ 他県産と比べて、石川県産の「野菜」にどのようなイメージを持っていますか。 

（※）当てはまるものを３つまで選択 

 

 

Q６ 他県産と比べて、石川県産の「果物」にどのようなイメージを持っていますか。 

（※）当てはまるものを３つまで選択 

 

281
273

112
74

40
32

24
21
19

0
0
0

15

0 50 100 150 200 250 300

鮮度がいい
美味しい

安全
価格が高い
価格が安い

特になし
環境にやさしい
見た目がいい
高級感がある
美味しくない
見た目が悪い

安っぽい
その他

251
222

126
85

50
42

31
20

14
3
2
1

12

0 50 100 150 200 250 300

美味しい
鮮度がいい
価格が高い

安全
特になし

高級感がある
価格が安い

見た目がいい
環境にやさしい
見た目が悪い
美味しくない

安っぽい
その他

338
137

121
58

43
41

32
16

12
3
3
2

13

0 50 100 150 200 250 300 350 400

美味しい
安全

鮮度がいい
価格が高い

特になし
価格が安い

高級感がある
見た目がいい

環境にやさしい
美味しくない
見た目が悪い

安っぽい
その他
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Q７ 他県産と比べて、石川県産の「畜産物（肉、牛乳、卵）」にどのようなイメージを持っています

か。（※）当てはまるものを３つまで選択 

 

Q８ 輸入品と比べて、石川県産の「米」にどのようなイメージを持っていますか。 

（※）当てはまるものを３つまで選択 

 

 

Q９ 輸入品と比べて、石川県産の「野菜」にどのようなイメージを持っていますか。 

（※）当てはまるものを３つまで選択 

 

345
232

173
109

28
28

19
16
14

2
1
0

10

0 50 100 150 200 250 300 350 400

美味しい
安全

鮮度がいい
価格が高い

高級感がある
環境にやさしい

価格が安い
特になし

見た目がいい
美味しくない

安っぽい
見た目が悪い

その他

294
286

235
96

27
20
18

14
11

1
1
0
5

0 50 100 150 200 250 300 350

鮮度がいい
美味しい

安全
価格が高い
価格が安い

環境にやさしい
見た目がいい
高級感がある

特になし
美味しくない
見た目が悪い

安っぽい
その他

243
186

118
114

68
41

29
13

7
3

0
0

11

0 50 100 150 200 250 300

美味しい
鮮度がいい

安全
価格が高い

特になし
高級感がある
価格が安い

環境にやさしい
見た目がいい
美味しくない
見た目が悪い

安っぽい
その他
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Q１０ 輸入品と比べて、石川県産の「果物」にどのようなイメージを持っていますか。 

（※）当てはまるものを３つまで選択 

 

Q1１ 輸入品と比べて、石川県産の「畜産物（肉、牛乳、卵）」にどのようなイメージを持っています

か。 （※）当てはまるものを３つまで選択 

 

 

Q1２ お店に石川県産の農畜産物があった場合、「石川県産」を買いますか。 

 

 

267
244

218
152

27
20
20

14
12

3
1
0
3

0 50 100 150 200 250 300

美味しい
安全

鮮度がいい
価格が高い

高級感がある
環境にやさしい

特になし
価格が安い

見た目がいい
美味しくない

安っぽい
見た目が悪い

その他

264

62

58

27

23

0 50 100 150 200 250 300

価格が同じ程度なら石川県産を買う

２割程度までなら高くても石川県産を買う

産地に関係なく品質の良いものを買う

価格に関係なく石川県産を買う

産地に関係なく安いものを買う

280
244

224
124

32
19
18
17

13
3
1
0
3

0 50 100 150 200 250 300

美味しい
鮮度がいい

安全
価格が高い

高級感がある
環境にやさしい

価格が安い
特になし

見た目がいい
美味しくない
見た目が悪い

安っぽい
その他
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Q1３ 普段、買い物の情報は何から入手していますか。 （※）当てはまるものを３つまで選択 

 

 

Q1４ 国際情勢の影響等により、肥料・農薬・燃料等の生産資材価格や流通コスト等が上昇し、農

畜産物の生産コストが上昇していることを知っていましたか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q1５ 農畜産物の生産コストが上昇した場合、農畜産物・食品の価格についてどう思いますか。 

 

 

  

311

308

121

69

61

29

29

10

14

0 50 100 150 200 250 300 350

店頭

チラシ

インターネットサイト

LINE

新聞広告

Instagram

Facebook

Ｘ（旧Twitter）

その他

301

96

29

8

値上げはやむを得ない

理解はできるが値上げすべきではない

値上げすべき

値上げすべきではない

0 50 100 150 200 250 300 350

89.4%

10.6%

知っていた 知らなかった
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Q１６ ご自身の食事に関する行動について、今後5年間で、次の頻度はどう変わると思いますか。 
 

料理をする頻度  
弁当や総菜、カット野菜等の 

加工済商品を購入する頻度 
 外食する頻度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q1７ 就職当時、生業（職業）として 農業を選択しなかった理由は何ですか。 

 

Q18 現在、生業（職業）として農業をしたいと思いますか。 

（Q17 で「生業として農業をしている」以外を回答した方のみ対象） 

 

  

67.5%

23.3%

9.2%

変わらない 増える 減る

52.8%37.1%

10.1%

変わらない 増える 減る

59.0%
34.6%

6.5%

変わらない 減る 増える

205

145

143

141

116

104

52

3

52

5

知識・技術がない

周囲に農業をしている人がいない

体力がない

労働時間（休みにくい）

収入（儲からない）

自然災害リスク（安定していない）

先行投資（初期費用）が大きい

現在学生であり、まだ就業していない

その他

生業として農業をしている

0 50 100 150 200 250

89.1%

10.9%

したくない したい
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Q19-1 生業（職業）として農業をするときに生産してみたい品目は何ですか。（複数回答） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Q19-2 どのような課題が解消されれば生業（職業）として農業をしたいと思いますか。 

（※）当てはまるものを３つまで選択 

 

32

19

16

4

2

6

野菜

米

果物

麦・大豆

畜産物

その他

0 10 20 30 40 ○野菜 

さつまいも（10）、だいこん（６）、 

トマト（５）、きゅうり（４）なす（４） 等 

○果物 

ぶどう（２１）、梨（２０）、かき（２０）、 

栗（１７）、りんご（１６）、いちご（４） 等 

※カッコ内は回答数 

177

175

166

151

143

92

26

労働時間

体力がない

収入

自然災害リスク

知識・技術がない

先行投資が大きい

その他

0 50 100 150 200
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